
（別紙）平成 23 年４月 27 日付課法４－10 ほか３課共同「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律に係る法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について」（法令解釈通達）のうち、次表の「改正前」欄に掲げる部分を「改正後」欄に掲げるように改正する。 

（注）下線を付した部分が改正部分である。 

改 正 後 改 正 前 
(１ 震災損失の繰戻しによる還付請求書(単体法人)) (１ 震災損失の繰戻しによる還付請求書(単体法人)) 

  

 

 

      震災損失の繰戻しによる還付請求書 ※整理番号  

 

 

 

 

 

令和  年  月  日 

 

 

 

        税務署長殿 

（ フ リ ガ ナ ）   

法 人 名 等 
 

納 税 地 

〒 

 

     電話(   )    －     
（ フ リ ガ ナ ）  

代 表 者 氏 名                         

連 絡 先 
〒 

     電話(   )    －     

期 末 現 在 の 

資 本 金 等 の 額 

                       

円 

 
   
  令和３年改正前の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第 15 条の規定に基づき下記のと

おり震災損失の繰戻しによる法人税額の還付を請求します。 
                           記 

震 災 欠 損 

事 業 年 度 

自 平成  年  月  日  確 定 

至 平成  年  月  日  中 間 

還 付 所 得 

事 業 年 度 

自 平成  年  月  日 

至 平成  年  月  日 

区            分  請 求 金 額  ※  金    額 

震災欠損
事業年度
の繰戻対
象震災損
失金額 

繰 戻 対 象 震 災 損 失 金 額 １   

同 上 の う ち 還 付 所 得 事 業 年 度 に 
繰 り 戻 す 繰 戻 対 象 震 災 損 失 金 額 

２   

還付所得
事業年度
の所得金
額 

所 得 金 額 ３   

既に震災損失又は欠損金の繰戻しを行った金額  ４   

差 引 所 得 金 額  (３)－(４) ５   

還付所得
事業年度
の法人税
額 

納 付 の 確 定 し た 法 人 税 額 ６ ００  

仮装経理に基づく過大申告の更正に伴う控除法人税額 ７   

控 除 税 額 ８   

使 途 秘 匿 金 額 に 対 す る 税 額 ９   

課税土地譲渡利益金額に対する税額 10   

リ ー ス 特 別 控 除 取 戻 税 額 11   

法人税額 (６)＋(７)＋(８)－(９)－(10)－(11)  12   

既に震災損失又は欠損金の繰戻しにより還付を受けた法人税額  13   

差 引 法 人 税 額  ( 1 2 ) － ( 1 3 ) 14   

還 付 金 額  (14)×(２)／(５) 15   

請 求 期 限 
令和  年  月  日 

確定申告書等提出年月日  平成・令和  年  月  

日 

還付を受けよう

とする金融機関

等 

１ 銀行等の預金口座に振込みを希望する場合 

      銀行          本店・支店 

金庫・組合       出 張 所 

      漁協・農協       本所・支所 

       預金 口座番号            
 

２ ゆうちょ銀行の貯金口座に振込みを希望する場合 

貯金口座の記号番号     －        

３ 郵便局等の窓口での受取を希望する場合 

郵便局名等               

 

税 理 士 署 名                                          

 
 

※税務署 

処理欄 
部門  

決算

期 
 

業種 

番号 
 

整理

簿 
 備考  通信日付印 年  月  日 確認   

 

03.06改正 

申 告 書 

 

      震災損失の繰戻しによる還付請求書 ※整理番号  

 

 

 

 

 

令和  年  月  日 

 

 

 

        税務署長殿 

（ フ リ ガ ナ ）   

法 人 名 等 
 

納 税 地 

〒 

 

     電話(   )    －     

（ フ リ ガ ナ ）  

代 表 者 氏 名                      ○印 

連 絡 先 
〒 

     電話(   )    －     

期 末 現 在 の 

資 本 金 等 の 額 

                       

円 

 
   
  東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第 15 条の規定に基づき下記のとおり震災損失の繰

戻しによる法人税額の還付を請求します。 
                           記 

震 災 欠 損 

事 業 年 度 

自 平成  年  月  日  確 定 

至 平成  年  月  日  中 間 

還 付 所 得 

事 業 年 度 

自 平成  年  月  日 

至 平成  年  月  日 

区            分  請 求 金 額  ※  金    額 

震災欠損
事業年度
の繰戻対
象震災損
失金額 

繰 戻 対 象 震 災 損 失 金 額 １   

同 上 の う ち 還 付 所 得 事 業 年 度 に 

繰 り 戻 す 繰 戻 対 象 震 災 損 失 金 額 
２   

還付所得
事業年度
の所得金
額 

所 得 金 額 ３   

既に震災損失又は欠損金の繰戻しを行った金額  ４   

差 引 所 得 金 額  (３)－(４) ５   

還付所得
事業年度
の法人税
額 

納 付 の 確 定 し た 法 人 税 額 ６ ００  

仮装経理に基づく過大申告の更正に伴う控除法人税額 ７   

控 除 税 額 ８   

使 途 秘 匿 金 額 に 対 す る 税 額 ９   

課税土地譲渡利益金額に対する税額 10   

リ ー ス 特 別 控 除 取 戻 税 額 11   

法人税額 (６)＋(７)＋(８)－(９)－(10)－(11)  12   

既に震災損失又は欠損金の繰戻しにより還付を受けた法人税額  13   

差 引 法 人 税 額  ( 1 2 ) － ( 1 3 ) 14   

還 付 金 額  (14)×(２)／(５) 15   

請 求 期 限 
令和  年  月  日 

確定申告書等提出年月日  平成・令和  年  月  

日 

還付を受けよう

とする金融機関

等 

１ 銀行等の預金口座に振込みを希望する場合 

      銀行          本店・支店 

金庫・組合       出 張 所 

      漁協・農協       本所・支所 

       預金 口座番号             

２ ゆうちょ銀行の貯金口座に振込みを希望する場合 

貯金口座の記号番号     －        

３ 郵便局等の窓口での受取を希望する場合 

郵便局名等               

 

税 理 士 署 名 押 印                                         ○印 

 
 

※税務署 

処理欄 
部門  

決算

期 
 

業種 

番号 
 

整理

簿 
 備考  通信日付印 年  月  日 

確認

印 
   

 

01.06改正 

申 告 書 



改 正 後 改 正 前 
(１ 震災損失の繰戻しによる還付請求書(単体法人)) (１ 震災損失の繰戻しによる還付請求書(単体法人)) 

  

 

震災損失の繰戻しによる還付請求書の記載の仕方 
 

１ この還付請求書は、法人が令和３年改正前の東日本大震
災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律
（以下「改正前震災特例法」といいます。）第15条((震災
損失の繰戻しによる法人税額の還付)) の規定によって、平
成23年３月11日から平成24年３月10日までの間に終了する
各事業年度又は平成23年３月11日から同年９月10日までの
間に終了する法人税法第72条第１項に規定する期間（当該
期間について仮決算の中間申告書を提出する場合の当該期
間に限ります。以下「中間期間」といいます。）の繰戻対
象震災損失金額を当該事業年度又は中間期間開始の日前２
年以内に開始したいずれかの事業年度に繰り戻し、法人税
額の還付を請求する場合に使用します。 
なお、この請求書には「繰戻対象震災損失金額に関する

明細書（付表）」を添付して提出してください。 
２ 震災損失の繰戻しによる法人税額の還付は、法人が繰戻

対象震災損失金額の繰戻しの対象となる所得金額及び法人
税額の生じた事業年度（以下「還付所得事業年度」といい
ます。）から、その繰戻対象震災損失金額に係る事業年度
又は中間期間（以下「震災欠損事業年度」といいます。）
の前事業年度までの各事業年度について連続して確定申告
書を提出している場合に限って請求をすることができます。 

３ この還付請求書は、震災欠損事業年度の確定申告書の提
出と同時に（仮決算の中間申告において震災損失の繰戻し
による法人税額の還付を受けようとする場合には、仮決算
の中間申告書の提出期限までに、その仮決算の中間申告書
の提出と同時に）納税地の所轄税務署長に１通（調査課所
管法人の場合は２通）提出してください。 

  なお、２以上の還付所得事業年度の所得に対する法人税
額について還付を受けようとする場合には、その還付所得
事業年度ごとに、還付請求書を別葉にしてください。 

(注) 平成23年３月11日を含む事業年度の法人税の確定申
告書を同年７月１日前に提出した法人については、同
年７月31日まで法人税額の還付を請求することができ
ることとされています。 

４ この還付請求書の各欄は、次により記載します。 
 (1) 「※」の各欄は、記載しないでください。 

(2) 「震災欠損事業年度」には、この還付請求が仮決算の
中間申告によるものである場合は、その仮決算の中間
申告に係る中間期間を記載してください。 

    また「（確定・中間 申告書）」には、この還付請
求が確定申告又は仮決算の中間申告のいずれによるも
のであるかの区分に応じて、該当するものを○で囲み
ます。 

 (3) 「震災欠損事業年度の繰戻対象震災損失金額」の各
欄 
イ 「繰戻対象震災損失金額１」欄には、「繰戻対象
震災損失金額に関する明細書」の「１」の欄に記載
した金額を記載してください。  

 ロ 「同上のうち還付所得事業年度に繰り戻す繰戻対
象震災損失金額２」欄には、震災欠損事業年度の繰
戻対象震災欠損金額のうち還付所得事業年度に繰戻
しをしようとする金額を「差引所得金額５」欄の金
額を限度として記載してください。 

 (注) この還付請求書に記載した還付所得事業年度以外
の還付所得事業年度の所得に対する法人税額につき
還付を受けようとする場合には、その還付を受けよ
うとする金額の基礎とする繰戻対象震災損失金額に
相当する金額を控除した残額が還付の対象とする限
度額となります。 

(4) 「還付所得事業年度の所得金額」の各欄 
   イ 「所得金額３」欄には、還付所得事業年度の申告書

別表一(一)等の「１」欄に記載された所得金額を記
載しますが、その事業年度について更正が行われて
いる場合には、更正決定通知書の「所得金額又は欠
損金額」欄に記載された更正後の所得金額を記載し
てください。 

ロ 「既に震災損失又は欠損金の繰戻しを行った金額４」
欄には、還付所得事業年度について、既に震災損失
又は欠損金の繰戻しにより、その一部の法人税額の
還付を受けている場合に、その繰戻しを行った繰戻

対象震災損失金額又は欠損金額を記載してください。
 (5) 「還付所得事業年度の法人税額」の各欄 

イ 「納付の確定した法人税額６」欄には、還付所得事
業年度の申告書別表一(一)若しくは別表一(三)の
「差引所得に対する法人税額」欄又は別表一(二)の
「差引この申告により納付すべき法人税額」欄の金
額を記載しますが、その事業年度について更正が行
われている場合には、更正決定通知書の「差引所得
に対する法人税額」欄に記載された更正後の法人税
額を記載してください。 

ロ 「仮装経理に基づく過大申告の更正に伴う控除法人
税額７」欄には、還付所得事業年度において法人税
額から控除した仮装経理に基づく過大申告の更正に
伴う控除法人税額があった場合に、その金額を記載
してください。 

ハ 「控除税額８」欄には、還付所得事業年度の申告書
別表一(一)若しくは別表一(三)の「所得税の額等」
欄及び「外国税額」欄の合計金額又は別表一(二)の
「所得税の額」欄、「みなし配当の25％相当額」欄
及び「外国税額」欄の合計金額を記載してください。

   なお、還付所得事業年度において法人税額から控
除できないため還付を請求した所得税額等について
は、これに含まれませんので注意してください。 

ニ 「使途秘匿金額に対する税額９」欄には、租税特別
措置法第62条第１項((使途秘匿金の支出がある場合の
課税の特例)) の規定により加算された税額がある場
合に、その金額を記載してください。 

ホ 「課税土地譲渡利益金額に対する税額10」欄には、
租税特別措置法第３章第５節の２((土地の譲渡等があ
る場合の特別税率)) の規定により加算された税額が
ある場合に、その金額を記載してください。 

ヘ 「リース特別控除取戻税額11」欄には、還付所得事
業年度の申告書別表一(一)等の「リース特別控除取
戻税額」欄の金額を記載してください。 

ト 「既に震災損失又は欠損金の繰戻しにより還付を受
けた法人税額13」欄には、還付所得事業年度につい
て、既に震災損失又は欠損金の繰戻しにより、その
一部の法人税額の還付を受けている場合に、その還
付を受けた法人税額（還付加算金は含みません｡）を
記載してください。 

 (6) 「還付金額15」欄には、[14欄×２欄÷５欄]の算式に
より円単位まで算出した金額（１円未満の端数が生じ
た場合は切り捨てます。）を記載してください。 

 (7) 「請求期限」欄には、仮決算の中間申告において震災
損失の繰戻しによる法人税の還付を受けようとする場
合において、仮決算の中間申告書の提出期限を記載し
てください。 

  (注) 各事業年度で適用を受けようとする場合には、こ
の欄の記載は不要です。 

(8) 「還付を受けようとする金融機関等」欄には、還付金
の支払を受ける場合に、取引銀行等の預金口座への振
込みを希望されるときは、その取引銀行等の名称等
（該当の文字を○で囲んでください｡）、預金の種類及
びその口座番号を記載してください。ゆうちょ銀行の
貯金口座への振込みを希望されるときは、その貯金口
座の記号番号を記載してください。また、ゆうちょ銀
行又は郵便局窓口での受取を希望される場合には、支
払を受けるのに便利な郵便局名等を記載してください。

(9) 「税理士署名」欄は、この請求書を税理士及び税理士
法人が作成した場合に、その税理士等が署名してくだ
さい。 

５ 留意事項 
○ 法人課税信託の名称の併記 

法人税法第２条第29号の２に規定する法人課税信託の
受託者がその法人課税信託について、国税に関する法
律に基づき税務署長等に申請書等を提出する場合には、
申請書等の「法人名等」の欄には、受託者の法人名又
は氏名のほか、その法人課税信託の名称を併せて記載
してください。 

  

震災損失の繰戻しによる還付請求書の記載の仕方 
 

１ この還付請求書は、法人が東日本大震災の被災者等に係
る国税関係法律の臨時特例に関する法律（以下「震災特例
法」といいます。）第15条((震災損失の繰戻しによる法人
税額の還付))の規定によって、平成23年３月11日から平成
24年３月10日までの間に終了する各事業年度又は平成23年
３月11日から同年９月10日までの間に終了する法人税法第
72条第１項に規定する期間（当該期間について仮決算の中
間申告書を提出する場合の当該期間に限ります。以下「中
間期間」といいます。）の繰戻対象震災損失金額を当該事
業年度又は中間期間開始の日前２年以内に開始したいずれ
かの事業年度に繰り戻し、法人税額の還付を請求する場合
に使用します。 
なお、この請求書には「繰戻対象震災損失金額に関する

明細書（付表）」を添付して提出してください。 
２ 震災損失の繰戻しによる法人税額の還付は、法人が繰戻

対象震災損失金額の繰戻しの対象となる所得金額及び法人
税額の生じた事業年度（以下「還付所得事業年度」といい
ます。）から、その繰戻対象震災損失金額に係る事業年度
又は中間期間（以下「震災欠損事業年度」といいます。）
の前事業年度までの各事業年度について連続して確定申告
書を提出している場合に限って請求をすることができます。 

３ この還付請求書は、震災欠損事業年度の確定申告書の提
出と同時に（仮決算の中間申告において震災損失の繰戻し
による法人税額の還付を受けようとする場合には、仮決算
の中間申告書の提出期限までに、その仮決算の中間申告書
の提出と同時に）納税地の所轄税務署長に１通（調査課所
管法人の場合は２通）提出してください。 

  なお、２以上の還付所得事業年度の所得に対する法人税
額について還付を受けようとする場合には、その還付所得
事業年度ごとに、還付請求書を別葉にしてください。 

(注) 平成23年３月11日を含む事業年度の法人税の確定申
告書を同年７月１日前に提出した法人については、同
年７月31日まで法人税額の還付を請求することができ
ることとされています。 

４ この還付請求書の各欄は、次により記載します。 
 (1) 「※」の各欄は、記載しないでください。 

(2) 「震災欠損事業年度」には、この還付請求が仮決算の
中間申告によるものである場合は、その仮決算の中間
申告に係る中間期間を記載してください。 

    また「（確定・中間 申告書）」には、この還付請
求が確定申告又は仮決算の中間申告のいずれによるも
のであるかの区分に応じて、該当するものを○で囲み
ます。 

 (3) 「震災欠損事業年度の繰戻対象震災損失金額」の各
欄 
イ 「繰戻対象震災損失金額１」欄には、「繰戻対象

震災損失金額に関する明細書」の「１」の欄に記載
した金額を記載してください。  

 ロ 「同上のうち還付所得事業年度に繰り戻す繰戻対
象震災損失金額２」欄には、震災欠損事業年度の繰
戻対象震災欠損金額のうち還付所得事業年度に繰戻
しをしようとする金額を「差引所得金額５」欄の金
額を限度として記載してください。 

 (注) この還付請求書に記載した還付所得事業年度以外
の還付所得事業年度の所得に対する法人税額につき
還付を受けようとする場合には、その還付を受けよ
うとする金額の基礎とする繰戻対象震災損失金額に
相当する金額を控除した残額が還付の対象とする限
度額となります。 

(4) 「還付所得事業年度の所得金額」の各欄 
   イ 「所得金額３」欄には、還付所得事業年度の申告書

別表一(一)等の「１」欄に記載された所得金額を記
載しますが、その事業年度について更正が行われて
いる場合には、更正決定通知書の「所得金額又は欠
損金額」欄に記載された更正後の所得金額を記載し
てください。 

ロ 「既に震災損失又は欠損金の繰戻しを行った金額４」
欄には、還付所得事業年度について、既に震災損失
又は欠損金の繰戻しにより、その一部の法人税額の
還付を受けている場合に、その繰戻しを行った繰戻

対象震災損失金額又は欠損金額を記載してください。
 (5) 「還付所得事業年度の法人税額」の各欄 

イ 「納付の確定した法人税額６」欄には、還付所得事
業年度の申告書別表一(一)若しくは別表一(三)の
「差引所得に対する法人税額」欄又は別表一(二)の
「差引この申告により納付すべき法人税額」欄の金
額を記載しますが、その事業年度について更正が行
われている場合には、更正決定通知書の「差引所得
に対する法人税額」欄に記載された更正後の法人税
額を記載してください。 

ロ 「仮装経理に基づく過大申告の更正に伴う控除法人
税額７」欄には、還付所得事業年度において法人税
額から控除した仮装経理に基づく過大申告の更正に
伴う控除法人税額があった場合に、その金額を記載
してください。 

ハ 「控除税額８」欄には、還付所得事業年度の申告書
別表一(一)若しくは別表一(三)の「所得税の額等」
欄及び「外国税額」欄の合計金額又は別表一(二)の
「所得税の額」欄、「みなし配当の25％相当額」欄
及び「外国税額」欄の合計金額を記載してください。

   なお、還付所得事業年度において法人税額から控
除できないため還付を請求した所得税額等について
は、これに含まれませんので注意してください。 

ニ 「使途秘匿金額に対する税額９」欄には、租税特別
措置法第62条第１項((使途秘匿金の支出がある場合の
課税の特例))の規定により加算された税額がある場
合に、その金額を記載してください。 

ホ 「課税土地譲渡利益金額に対する税額10」欄には、
租税特別措置法第３章第５節の２((土地の譲渡等があ
る場合の特別税率)) の規定により加算された税額が
ある場合に、その金額を記載してください。 

ヘ 「リース特別控除取戻税額11」欄には、還付所得事
業年度の申告書別表一(一)等の「リース特別控除取
戻税額」欄の金額を記載してください。 

ト 「既に震災損失又は欠損金の繰戻しにより還付を受
けた法人税額13」欄には、還付所得事業年度につい
て、既に震災損失又は欠損金の繰戻しにより、その
一部の法人税額の還付を受けている場合に、その還
付を受けた法人税額（還付加算金は含みません｡）を
記載してください。 

 (6) 「還付金額15」欄には、[14欄×２欄÷５欄]の算式に
より円単位まで算出した金額（１円未満の端数が生じ
た場合は切り捨てます。）を記載してください。 

 (7) 「請求期限」欄には、仮決算の中間申告において震災
損失の繰戻しによる法人税の還付を受けようとする場
合において、仮決算の中間申告書の提出期限を記載し
てください。 

  (注) 各事業年度で適用を受けようとする場合には、こ
の欄の記載は不要です。 

(8) 「還付を受けようとする金融機関等」欄には、還付金
の支払を受ける場合に、取引銀行等の預金口座への振
込みを希望されるときは、その取引銀行等の名称等
（該当の文字を○で囲んでください｡）、預金の種類及
びその口座番号を記載してください。ゆうちょ銀行の
貯金口座への振込みを希望されるときは、その貯金口
座の記号番号を記載してください。また、ゆうちょ銀
行又は郵便局窓口での受取を希望される場合には、支
払を受けるのに便利な郵便局名等を記載してください。

(9) 「税理士署名押印」欄は、この請求書を税理士及び税
理士法人が作成した場合に、その税理士等が署名押印
してください。 

５ 留意事項 
○ 法人課税信託の名称の併記 

法人税法第２条第29号の２に規定する法人課税信託の
受託者がその法人課税信託について、国税に関する法
律に基づき税務署長等に申請書等を提出する場合には、
申請書等の「法人名等」の欄には、受託者の法人名又
は氏名のほか、その法人課税信託の名称を併せて記載
してください。 

  



改 正 後 改 正 前 
(２ 繰戻対象震災損失金額に関する明細書) (２ 繰戻対象震災損失金額に関する明細書) 

  

 

付 

表 

 
 

 

繰戻対象震災損失金額に関する明細書の記載の仕方 
 
 
１ この明細書は、法人が東日本大震災の被災者等に

係る国税関係法律の臨時特例に関する法律（以下

「震災特例法」といいます。）第15条((震災損失の

繰戻しによる法人税額の還付))の規定によって、平

成23年３月11日から平成24年３月10日までの間に終

了する各事業年度又は平成23年３月11日から同年９

月10日までの間に終了する法人税法第72条第１項に

規定する期間（当該期間について仮決算の中間申告

書を提出する場合のその期間に限ります。以下「中

間期間」といいます。）の繰戻対象震災損失金額を

当該事業年度又は中間期間開始の日前２年以内に開

始したいずれかの事業年度（以下「還付所得事業年

度」といいます。）に繰り戻し、法人税額の還付を

請求する場合に、「震災損失の繰戻しによる還付請

求書」に添付して提出してください。 

２ 「繰戻対象震災損失金額及び還付所得事業年度に

繰り戻す金額の明細書」の各欄は、次により記載し

ます。 

(1) 「繰戻対象震災損失金額１」欄には、別表七

(一)の「繰越控除の対象となる損失の額 10の③」

欄の外書の金額を記載してください。 

(2) 「(1)のうち前２年以内に開始する還付所得事業

年度に繰り戻す金額２」欄には、「１」欄のうち

当該事業年度又は中間期間開始の日前２年以内に

開始する還付所得事業年度（以下「前２年以内 

 

還付所得事業年度」といいます。）に繰戻しをし

ようとする金額を前２年以内還付所得事業年度の

所得の金額の合計額を限度として記載してくださ

い。 

(注) 当該事業年度前に前２年以内還付所得事業

年度の所得について、既に震災特例法第15条

又は法人税法第80条((欠損金の繰戻しによる

還付))の規定の適用を受けている場合、この

「２」欄の金額は、前２年以内還付所得事業

年度の所得の金額の合計額からこれらの規定

の適用を受けた部分の所得の金額を控除した

額を限度として記載することとなります。 

(3) 「繰り戻す繰戻対象震災損失金額３」欄には、

「２」欄に記載した金額の内訳として、前２年以

内還付所得事業年度の各還付所得事業年度に繰戻

対象震災損失金額の繰戻しをしようとする金額を

それぞれ記載してください。 

３ 平成23年３月11日を含む事業年度の法人税の確定

申告書(仮決算の中間申告書は含まれません。)を同

年７月１日前に提出した法人については、同年７月

31日まで法人税額の還付を請求することができるこ

ととされています。これにより法人税の還付を請求

する場合には、新たに別表七(一)及び「震災により

生じた損失の額に関する明細書」を作成し、添付し

てください。 
 

  

 

 

付 

表 

 

 

 

繰戻対象震災損失金額に関する明細書の記載の仕方 
 
 
１ この明細書は、法人が令和３年改正前の東日本大

震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関

する法律（以下「改正前震災特例法」といいます。）

第15条((震災損失の繰戻しによる法人税額の還付))

の規定によって、平成23年３月11日から平成24年３

月10日までの間に終了する各事業年度又は平成23年

３月11日から同年９月10日までの間に終了する法人

税法第72条第１項に規定する期間（当該期間につい

て仮決算の中間申告書を提出する場合のその期間に

限ります。以下「中間期間」といいます。）の繰戻

対象震災損失金額を当該事業年度又は中間期間開始

の日前２年以内に開始したいずれかの事業年度（以

下「還付所得事業年度」といいます。）に繰り戻し、

法人税額の還付を請求する場合に、「震災損失の繰

戻しによる還付請求書」に添付して提出してくださ

い。 

２ 「繰戻対象震災損失金額及び還付所得事業年度に

繰り戻す金額の明細書」の各欄は、次により記載し

ます。 

(1) 「繰戻対象震災損失金額１」欄には、別表七

(一)の「繰越控除の対象となる損失の額 10の③」

欄の外書の金額を記載してください。 

(2) 「(1)のうち前２年以内に開始する還付所得事業

年度に繰り戻す金額２」欄には、「１」欄のうち

当該事業年度又は中間期間開始の日前２年以内に

開始する還付所得事業年度（以下「前２年以内 

 

還付所得事業年度」といいます。）に繰戻しをし

ようとする金額を前２年以内還付所得事業年度の

所得の金額の合計額を限度として記載してくださ

い。 

(注) 当該事業年度前に前２年以内還付所得事業

年度の所得について、既に改正前震災特例法

第15条又は法人税法第80条((欠損金の繰戻し

による還付)) の規定の適用を受けている場合、

この「２」欄の金額は、前２年以内還付所得

事業年度の所得の金額の合計額からこれらの

規定の適用を受けた部分の所得の金額を控除

した額を限度として記載することとなります。 

(3) 「繰り戻す繰戻対象震災損失金額３」欄には、

「２」欄に記載した金額の内訳として、前２年以

内還付所得事業年度の各還付所得事業年度に繰戻

対象震災損失金額の繰戻しをしようとする金額を

それぞれ記載してください。 

３ 平成23年３月11日を含む事業年度の法人税の確定

申告書(仮決算の中間申告書は含まれません。)を同

年７月１日前に提出した法人については、同年７月

31日まで法人税額の還付を請求することができるこ

ととされています。これにより法人税の還付を請求

する場合には、新たに別表七(一)及び「災害により

生じた損失の額に関する明細書」を作成し、添付し

てください。 
 

  

 

 



改 正 後 改 正 前 
(４ 連結法人の震災損失の繰戻しによる還付請求書) (４ 連結法人の震災損失の繰戻しによる還付請求書) 

  

 

 

 連結法人の震災損失の繰戻しによる還付請求書 
※整理番号  

※連結グループ整理番号  

 

 

 

 

 

令和  年  月  日 

 

 

 

        税務署長殿 

（ フ リ ガ ナ ）  

法 人 名 等 
 

納 税 地 

〒 

 

     電話(   )    －     
（ フ リ ガ ナ ）  

代 表 者 氏 名                         

連 絡 先 
〒 

     電話(   )    －     

期 末 現 在 の 

資本金等の額  

                       

円 

 

   
  令和３年改正前の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第 23 条の規定に基づき下記のと

おり震災損失の繰戻しによる法人税額の還付を請求します。 
                           記 

震 災 欠 損 

連結事業年度 

自 平成  年  月  日  確 定 

至 平成  年  月  日  中 間 

還 付 所 得 

連結事業年度 

自 平成  年  月  日 

至 平成  年  月  日 

区            分  請 求 金 額  ※  金    額 

震災欠損

連結事業

年度の繰

戻対象震

災損失金

額 

繰 戻 対 象 震 災 損 失 金 額  １   

同上のうち還付所得連結事業年度に 
繰り戻す繰戻対象震災損失金額  

２   

還付所得連

結事業年度

の連結所得

金額 

連 結 所 得 金 額  ３   

既に震災損失又は連結欠損金の繰戻しを行った金額  ４   

差 引 連 結 所 得 金 額  (３)－(４) ５   

還付所得
連結事業
年度の法
人税額 

納 付 の 確 定 し た 法 人 税 額  ６ ００  

仮装経理に基づく過大申告の更正に伴う控除法人税額 ７   

控 除 税 額 ８   

使 途 秘 匿 金 額 に 対 す る 税 額  ９   

課税土地譲渡利益金額に対する税額 10   

リ ー ス 特 別 控 除 取 戻 税 額 11   

法人税額 (６)＋(７)＋(８)－(９)－(10)－(11)  12   

既に震災損失又は連結欠損金の繰戻しにより還付を受けた法人税額  13   

差 引 法 人 税 額  (12)－(13) 14   

還 付 金 額 (14)×(２)／(５) 15   

請 求 期 限 令和  年  月  日 連結確定申告書等提出年月日  
平成・令和  年  月  

日 

還付を受けよう

とする金融機関

等 

１ 銀行等の預金口座に振込みを希望する場合 

      銀行          本店・支店 

金庫・組合       出 張 所 

      漁協・農協       本所・支所 

       預金 口座番号            
 

２ ゆうちょ銀行の貯金口座に振込みを希望する場合 

貯金口座の記号番号     －        

３ 郵便局等の窓口での受取を希望する場合 

郵便局名等               

 
税 理 士 署 名                                          

 
 

※税務署 

処理欄 
部門  

決算

期 
 

業種 

番号 
 

整理

簿 
 備考  通信日付印 年  月  日 確認   

  
03.06改正 

申 告 書 

 

 連結法人の震災損失の繰戻しによる還付請求書 
※整理番号  

※連結グループ整理番号  

 

 

 

 

 

令和  年  月  日 

 

 

 

        税務署長殿 

（ フ リ ガ ナ ）  

法 人 名 等 
 

納 税 地 

〒 

 

     電話(   )    －     
（ フ リ ガ ナ ）  

代 表 者 氏 名 
                       

○印 

連 絡 先 
〒 

     電話(   )    －     

期 末 現 在 の 

資本金等の額  

                       

円 

 

   
  東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第 23 条の規定に基づき下記のとおり震災損失の繰

戻しによる法人税額の還付を請求します。 
                           記 

震 災 欠 損 

連結事業年度 

自 平成  年  月  日  確 定 

至 平成  年  月  日  中 間 

還 付 所 得 

連結事業年度 

自 平成  年  月  日 

至 平成  年  月  日 

区            分  請 求 金 額  ※  金    額 

震災欠損

連結事業

年度の繰

戻対象震

災損失金

額 

繰 戻 対 象 震 災 損 失 金 額  １   

同上のうち還付所得連結事業年度に 
繰り戻す繰戻対象震災損失金額  

２   

還付所得連

結事業年度

の連結所得

金額 

連 結 所 得 金 額  ３   

既に震災損失又は連結欠損金の繰戻しを行った金額 ４   

差 引 連 結 所 得 金 額  (３)－(４) ５   

還付所得
連結事業
年度の法
人税額 

納 付 の 確 定 し た 法 人 税 額  ６ ００  

仮装経理に基づく過大申告の更正に伴う控除法人税額 ７   

控 除 税 額 ８   

使 途 秘 匿 金 額 に 対 す る 税 額  ９   

課税土地譲渡利益金額に対する税額 10   

リ ー ス 特 別 控 除 取 戻 税 額 11   

法人税額 (６)＋(７)＋(８)－(９)－(10)－(11)  12   

既に震災損失又は連結欠損金の繰戻しにより還付を受けた法人税額 13   

差 引 法 人 税 額  (12)－(13) 14   

還 付 金 額 (14)×(２)／(５) 15   

請 求 期 限 令和  年  月  日 連結確定申告書等提出年月日 平成・令和  年  月  日 

還付を受けよう

とする金融機関

等 

１ 銀行等の預金口座に振込みを希望する場合 

      銀行          本店・支店 

金庫・組合       出 張 所 

      漁協・農協       本所・支所 

       預金 口座番号            
 

２ ゆうちょ銀行の貯金口座に振込みを希望する場合 

貯金口座の記号番号     －        

３ 郵便局等の窓口での受取を希望する場合 

郵便局名等               

 
税 理 士 署 名 押 印                                         ○印 

 
 

※税務署 

処理欄 
部門  

決算

期 
 

業種 

番号 
 

整理

簿 
 備考  通信日付印 年  月  日 

確認

印 
  

  
01.06改正 

申 告 書 



改 正 後 改 正 前 
(４ 連結法人の震災損失の繰戻しによる還付請求書) (４ 連結法人の震災損失の繰戻しによる還付請求書) 

  

 

連結法人の震災損失の繰戻しによる還付請求書の記載の仕方 
 

１ この還付請求書は、連結親法人が令和３年改正前の東日
本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関す
る法律（以下「改正前震災特例法」といいます。）第23条
((連結法人の震災損失の繰戻しによる法人税額の還付))の
規定によって、平成23年３月11日から平成24年３月10日ま
での間に終了する各連結事業年度又は平成23年３月11日か
ら同年９月10日までの間に終了する法人税法第81条の20第
１項に規定する期間（当該期間について仮決算の連結中間
申告書を提出する場合の当該期間に限ります。以下「中間
期間」といいます。）の繰戻対象震災損失金額を当該連結
事業年度又は中間期間開始の日前２年以内に開始したいず
れかの連結事業年度に繰り戻し、法人税額の還付を請求す
る場合に使用します。 
なお、この請求書には「連結法人の繰戻対象震災損失金

額に関する明細書（付表）」を添付して提出してください。 
２ 震災損失の繰戻しによる法人税額の還付は、連結親法人
が繰戻対象震災損失金額の繰戻しの対象となる連結所得金
額及び法人税額の生じた連結事業年度（以下「還付所得連
結事業年度」といいます。）から、その繰戻対象震災損失
金額に係る連結事業年度又は中間期間（以下「震災欠損連
結事業年度」といいます。）の前連結事業年度までの各連
結事業年度について連続して連結確定申告書を提出してい
る場合に限って請求をすることができます。 

３ この還付請求書は、震災欠損連結事業年度の連結確定申
告書の提出と同時に（仮決算の連結中間申告において震災
損失の繰戻しによる法人税額の還付を受けようとする場合
には、仮決算の連結中間申告書の提出期限までに、その仮
決算の連結中間申告書の提出と同時に）納税地の所轄税務
署長に１通（調査課所管法人の場合は２通）提出してくだ
さい。 

  なお、２以上の還付所得連結事業年度の連結所得に対す
る法人税額について還付を受けようとする場合には、その
還付所得連結事業年度ごとに、還付請求書を別葉にしてく
ださい。 

 (注) 平成23年3月11日を含む連結事業年度分の法人税の連
結確定申告書を同年７月１日前に提出した連結親法人
については、同年７月31日まで法人税額の還付を請求
することができることとされています。 

４ この還付請求書の各欄は、次により記載します。 
 (1) 「※」の各欄は、記載しないでください。 
 (2) 「震災欠損連結事業年度」には、この還付請求が仮決

算の連結中間申告によるものである場合は、その仮決
算の連結中間申告に係る中間期間を記載します。 

 また「（確定・中間 申告書）」には、この還付請求
が連結確定申告又は仮決算の連結中間申告のいずれによ
るものであるかの区分に応じて、該当するものを○で囲
みます。 

 (3) 「震災欠損連結事業年度の繰戻対象震災損失金額」の
各欄 

    イ 「繰戻対象震災損失金額１」欄には、「連結法人の
繰戻対象震災損失金額に関する明細書」の「１」の
欄に記載した金額を記載してください。  

 ロ 「同上のうち還付所得連結事業年度に繰り戻す繰戻
対象震災損失金額２」欄には、震災欠損連結事業年
度の繰戻対象震災欠損金額のうち還付所得連結事業
年度に繰戻しをしようとする金額を「差引連結所得
金額５」欄の金額を限度として記載してください。 

(注) この還付請求書に記載した還付所得連結事業年
度以外の還付所得連結事業年度の連結所得に対す
る法人税額につき還付を受けようとする場合には、
その還付を受けようとする金額の基礎とする繰戻
対象震災損失金額に相当する金額を控除した残額
が還付の対象とする限度額となります。 

 (4) 「還付所得連結事業年度の連結所得金額」の各欄 
イ 「連結所得金額３」欄には、還付所得連結事業年度

の申告書別表一の二(一)等の「１」欄に記載された
連結所得金額を記載しますが、その連結事業年度に
ついて更正が行われている場合には、更正決定通知
書の「連結所得金額又は連結欠損金額」欄に記載さ
れた更正後の連結所得金額を記載します。 

ロ 「既に震災損失又は連結欠損金の繰戻しを行った金

額４」欄には、還付所得連結事業年度について、既
に震災損失又は連結欠損金の繰戻しにより、その一
部の法人税額の還付を受けている場合にその繰戻し
を行った繰戻対象震災損失金額又は連結欠損金額を
記載してください。 

(5) 「還付所得連結事業年度の法人税額」の各欄 
   イ 「納付の確定した法人税額６」欄には、還付所得連

結事業年度の申告書別表一の二（一）若しくは別表
一の二（三）の「差引連結所得に対する法人税額」
欄又は別表一の二（二）の「差引この申告により納
付すべき法人税額」欄の金額を記載しますが、その
連結事業年度について更正が行われている場合には、
更正決定通知書の「差引連結所得に対する法人税額」
欄に記載された更正後の法人税額を記載してくださ
い。 

ロ 「仮装経理に基づく過大申告の更正に伴う控除法人
税額７」欄には、還付所得連結事業年度において法
人税額から控除した仮装経理に基づく過大申告の更
正に伴う控除法人税額があった場合に、その金額を
記載してください。 

ハ 「控除税額８」欄には、還付所得連結事業年度にお
いて法人税額から控除した所得税額及び外国税額の
合計額を記載します。 

  なお、還付所得連結事業年度において法人税額か
ら控除できないため還付を請求した所得税額等につ
いては、これに含まれませんので注意してください。

ニ 「使途秘匿金額に対する税額９」欄には、租税特別
措置法第68条の67第１項((使途秘匿金の支出がある場
合の課税の特例))の規定により加算された税額があ
る場合に、その金額を記載してください。 

ホ 「課税土地譲渡利益金額に対する税額10」欄には、
租税特別措置法第３章第18節((連結法人の土地の譲渡
等がある場合の特別税率))の規定により加算された
税額がある場合に、その金額を記載してください。 

ヘ 「リース特別控除取戻税額11」欄には、還付所得連
結事業年度の申告書別表一の二（一）等の「リース
特別控除取戻税額」欄の金額を記載してください。 

ト 「既に震災損失又は連結欠損金の繰戻しにより還付
を受けた法人税額13」欄には、還付所得連結事業年
度について既に震災損失又は連結欠損金の繰戻しに
より、その一部の法人税額の還付を受けている場合
に、その還付を受けた法人税額（還付加算金は含み
ません｡）を記載してください。 

 (6) 「還付金額15」欄には、[14欄×２欄÷５欄]の算式に
より円単位まで算出した金額（１円未満の端数が生じ
た場合は切り捨てます。）を記載してください。 

(7) 「請求期限」欄には、仮決算の連結中間申告において
震災損失の繰戻しによる法人税の還付を受けようとす
る場合において、仮決算の連結中間申告書の提出期限
を記載してください。 

 (注) 各連結事業年度で適用を受けようとする場合には、
この欄の記載は不要です。 

(8) 「還付を受けようとする金融機関等」欄には、還付金
の支払を受ける場合に、取引銀行等の預金口座への振
込みを希望されるときは、その取引銀行等の名称等
（該当の文字を○で囲んでください｡）、預金の種類及
びその口座番号を記載してください。ゆうちょ銀行の
貯金口座への振込みを希望されるときは、その貯金口
座の記号番号を記載してください。また、ゆうちょ銀
行又は郵便局窓口での受取を希望される場合には、支
払を受けるのに便利な郵便局名等を記載してください。

(9) 「税理士署名」欄は、この請求書を税理士及び税理士
法人が作成した場合に、その税理士等が署名してくだ
さい。 

５ 留意事項 
○ 法人課税信託の名称の併記 

法第２条第29号の２に規定する法人課税信託の受託者
がその法人課税信託について、国税に関する法律に基づ
き税務署長等に申請書等を提出する場合には、申請書等
の「法人名等」の欄には、受託者の法人名又は氏名のほ
か、その法人課税信託の名称を併せて記載してください。

  

連結法人の震災損失の繰戻しによる還付請求書の記載の仕方 
 

１ この還付請求書は、連結親法人が東日本大震災の被災者
等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律（以下「震
災特例法」といいます。）第23条((連結法人の震災損失の
繰戻しによる法人税額の還付))の規定によって、平成23年
３月11日から平成24年３月10日までの間に終了する各連結
事業年度又は平成23年３月11日から同年９月10日までの間
に終了する法人税法第81条の20第１項に規定する期間（当
該期間について仮決算の連結中間申告書を提出する場合の
当該期間に限ります。以下「中間期間」といいます。）の
繰戻対象震災損失金額を当該連結事業年度又は中間期間開
始の日前２年以内に開始したいずれかの連結事業年度に繰
り戻し、法人税額の還付を請求する場合に使用します。 
なお、この請求書には「連結法人の繰戻対象震災損失金

額に関する明細書（付表）」を添付して提出してください。 
２ 震災損失の繰戻しによる法人税額の還付は、連結親法人

が繰戻対象震災損失金額の繰戻しの対象となる連結所得金
額及び法人税額の生じた連結事業年度（以下「還付所得連
結事業年度」といいます。）から、その繰戻対象震災損失
金額に係る連結事業年度又は中間期間（以下「震災欠損連
結事業年度」といいます。）の前連結事業年度までの各連
結事業年度について連続して連結確定申告書を提出してい
る場合に限って請求をすることができます。 

３ この還付請求書は、震災欠損連結事業年度の連結確定申
告書の提出と同時に（仮決算の連結中間申告において震災
損失の繰戻しによる法人税額の還付を受けようとする場合
には、仮決算の連結中間申告書の提出期限までに、その仮
決算の連結中間申告書の提出と同時に）納税地の所轄税務
署長に１通（調査課所管法人の場合は２通）提出してくだ
さい。 

  なお、２以上の還付所得連結事業年度の連結所得に対す
る法人税額について還付を受けようとする場合には、その
還付所得連結事業年度ごとに、還付請求書を別葉にしてく
ださい。 

 (注) 平成23年3月11日を含む連結事業年度分の法人税の連
結確定申告書を同年７月１日前に提出した連結親法人
については、同年７月31日まで法人税額の還付を請求
することができることとされています。 

４ この還付請求書の各欄は、次により記載します。 
 (1) 「※」の各欄は、記載しないでください。 
 (2) 「震災欠損連結事業年度」には、この還付請求が仮決

算の連結中間申告によるものである場合は、その仮決
算の連結中間申告に係る中間期間を記載します。 

 また「（確定・中間 申告書）」には、この還付請求
が連結確定申告又は仮決算の連結中間申告のいずれによ
るものであるかの区分に応じて、該当するものを○で囲
みます。 

 (3) 「震災欠損連結事業年度の繰戻対象震災損失金額」の
各欄 

    イ 「繰戻対象震災損失金額１」欄には、「連結法人の
繰戻対象震災損失金額に関する明細書」の「１」の
欄に記載した金額を記載してください。  

 ロ 「同上のうち還付所得連結事業年度に繰り戻す繰戻
対象震災損失金額２」欄には、震災欠損連結事業年
度の繰戻対象震災欠損金額のうち還付所得連結事業
年度に繰戻しをしようとする金額を「差引連結所得
金額５」欄の金額を限度として記載してください。 

(注) この還付請求書に記載した還付所得連結事業年
度以外の還付所得連結事業年度の連結所得に対す
る法人税額につき還付を受けようとする場合には、
その還付を受けようとする金額の基礎とする繰戻
対象震災損失金額に相当する金額を控除した残額
が還付の対象とする限度額となります。 

 (4) 「還付所得連結事業年度の連結所得金額」の各欄 
イ 「連結所得金額３」欄には、還付所得連結事業年度
の申告書別表一の二(一)等の「１」欄に記載された
連結所得金額を記載しますが、その連結事業年度に
ついて更正が行われている場合には、更正決定通知
書の「連結所得金額又は連結欠損金額」欄に記載さ
れた更正後の連結所得金額を記載します。 

ロ 「既に震災損失又は連結欠損金の繰戻しを行った金
額４」欄には、還付所得連結事業年度について、既

に震災損失又は連結欠損金の繰戻しにより、その一
部の法人税額の還付を受けている場合にその繰戻し
を行った繰戻対象震災損失金額又は連結欠損金額を
記載してください。 

(5) 「還付所得連結事業年度の法人税額」の各欄 
   イ 「納付の確定した法人税額６」欄には、還付所得連

結事業年度の申告書別表一の二（一）若しくは別表
一の二（三）の「差引連結所得に対する法人税額」
欄又は別表一の二（二）の「差引この申告により納
付すべき法人税額」欄の金額を記載しますが、その
連結事業年度について更正が行われている場合には、
更正決定通知書の「差引連結所得に対する法人税額」
欄に記載された更正後の法人税額を記載してくださ
い。 

ロ 「仮装経理に基づく過大申告の更正に伴う控除法人
税額７」欄には、還付所得連結事業年度において法
人税額から控除した仮装経理に基づく過大申告の更
正に伴う控除法人税額があった場合に、その金額を
記載してください。 

ハ 「控除税額８」欄には、還付所得連結事業年度にお
いて法人税額から控除した所得税額及び外国税額の
合計額を記載します。 

  なお、還付所得連結事業年度において法人税額か
ら控除できないため還付を請求した所得税額等につ
いては、これに含まれませんので注意してください。

ニ 「使途秘匿金額に対する税額９」欄には、租税特別
措置法第68条の67第１項((使途秘匿金の支出がある場
合の課税の特例)) の規定により加算された税額があ
る場合に、その金額を記載してください。 

ホ 「課税土地譲渡利益金額に対する税額10」欄には、
租税特別措置法第３章第18節((連結法人の土地の譲渡
等がある場合の特別税率)) の規定により加算された
税額がある場合に、その金額を記載してください。 

ヘ 「リース特別控除取戻税額11」欄には、還付所得連
結事業年度の申告書別表一の二（一）等の「リース
特別控除取戻税額」欄の金額を記載してください。 

ト 「既に震災損失又は連結欠損金の繰戻しにより還付
を受けた法人税額13」欄には、還付所得連結事業年
度について既に震災損失又は連結欠損金の繰戻しに
より、その一部の法人税額の還付を受けている場合
に、その還付を受けた法人税額（還付加算金は含み
ません｡）を記載してください。 

 (6) 「還付金額15」欄には、[14欄×２欄÷５欄]の算式に
より円単位まで算出した金額（１円未満の端数が生じ
た場合は切り捨てます。）を記載してください。 

(7) 「請求期限」欄には、仮決算の連結中間申告において
震災損失の繰戻しによる法人税の還付を受けようとす
る場合において、仮決算の連結中間申告書の提出期限
を記載してください。 

 (注) 各連結事業年度で適用を受けようとする場合には、
この欄の記載は不要です。 

(8) 「還付を受けようとする金融機関等」欄には、還付金
の支払を受ける場合に、取引銀行等の預金口座への振
込みを希望されるときは、その取引銀行等の名称等
（該当の文字を○で囲んでください｡）、預金の種類及
びその口座番号を記載してください。ゆうちょ銀行の
貯金口座への振込みを希望されるときは、その貯金口
座の記号番号を記載してください。また、ゆうちょ銀
行又は郵便局窓口での受取を希望される場合には、支
払を受けるのに便利な郵便局名等を記載してください。

(9) 「税理士署名押印」欄は、この請求書を税理士及び税
理士法人が作成した場合に、その税理士等が署名押印
してください。 

５ 留意事項 
○ 法人課税信託の名称の併記 

法第２条第29号の２に規定する法人課税信託の受託者
がその法人課税信託について、国税に関する法律に基づ
き税務署長等に申請書等を提出する場合には、申請書等
の「法人名等」の欄には、受託者の法人名又は氏名のほ
か、その法人課税信託の名称を併せて記載してください。

  



改 正 後 改 正 前 
(５ 連結法人の繰戻対象震災損失金額に関する明細書) (５ 連結法人の繰戻対象震災損失金額に関する明細書) 

  

 

付 

表 

 
 

 

連結法人の繰戻対象震災損失金額に関する明細書の記載の仕方 

 
 
１ この明細書は、連結親法人が東日本大震災の被災

者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律

（以下「震災特例法」といいます。）第23条((連結

法人の震災損失の繰戻しによる法人税額の還付))の

規定によって、平成23年３月11日から平成24年３月

10日までの間に終了する各連結事業年度又は平成23

年３月11日から同年９月10日までの間に終了する法

人税法第81条の20第１項に規定する期間（当該期間

について仮決算の連結中間申告書を提出する場合の

その期間に限ります。以下「中間期間」といいま

す。）の繰戻対象震災損失金額を当該連結事業年度

又は中間期間開始の日前２年以内に開始したいずれ

かの連結事業年度（以下「還付所得連結事業年度」

といいます。）に繰り戻し、法人税額の還付を請求

する場合に、「連結法人の震災損失の繰戻しによる

還付請求書」に添付して提出してください。 

２ 「繰戻対象震災損失金額及び還付所得連結事業年

度に繰り戻す金額の明細書」の各欄は、次により記

載します。 

(1) 「繰戻対象震災損失金額１」欄には、次の表の

⑤の金額を記載します。 

連結欠損金額（別表四の二「50の①」） ① 円 
各連結法人の別表七の二付
表二の二「差引震災により
生じた損失の額５の③」欄
の金額の合計額 

② 円 

別表七の二付表二の二「仮
決算の連結中間申告による
還付を受けるべき金額の計
算の基礎となった繰戻対象
震災損失金額６」欄の金額 

③ 円 

②－③（マイナスの場合は０） ④ 円 

①と④のいずれか少ない金額 ⑤ 円 
 

 

(2) 「(1)のうち前２年以内に開始する還付所得連結

事業年度に繰り戻す金額２」欄には、「１」欄の

うち当該連結事業年度又は中間期間開始の日前２

年以内に開始する還付所得連結事業年度（以下

「前２年以内還付所得連結事業年度」といいま

す。）に繰戻しをしようとする金額を前２年以内

還付所得連結事業年度の連結所得の金額の合計額

を限度として記載してください。 

(注) 当該連結事業年度前に前２年以内還付所得

連結事業年度の連結所得について、既に震災

特例法第23条又は法人税法第81条の31((連結欠

損金の繰戻しによる還付)) の規定の適用を受

けている場合、この「２」欄の金額は、前２

年以内還付所得連結事業年度の連結所得の金

額の合計額からこれらの規定の適用を受けた

部分の連結所得の金額を控除した額を限度と

して記載することとなります。 

(3) 「繰り戻す繰戻対象震災損失金額３」には、

「２」欄に記載した金額の内訳として、前２年以

内還付所得連結事業年度の各還付所得連結事業年

度に繰戻対象震災損失金額の繰戻しをしようとす

る金額をそれぞれ記載してください。 

３ 平成23年３月11日を含む連結事業年度の法人税の

連結確定申告書(仮決算の連結中間申告書は含まれ

ません。)を同年７月１日前に提出した連結親法人

については、同年７月31日まで法人税額の還付を請

求することができることとされています。これによ

り法人税の還付を請求する場合には、新たに別表七

の二及び別表七の二付表二の二並びに「震災により

生じた損失の額に関する明細書」を作成し、添付し

てください。 
 
 
 
 

  

 

 

付 

表 

 
 

 

連結法人の繰戻対象震災損失金額に関する明細書の記載の仕方 

 
 
１ この明細書は、連結親法人が令和３年改正前の東

日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特

例に関する法律（以下「改正前震災特例法」といい

ます。）第23条((連結法人の震災損失の繰戻しによ

る法人税額の還付))の規定によって、平成23年３月

11日から平成24年３月10日までの間に終了する各連

結事業年度又は平成23年３月11日から同年９月10日

までの間に終了する法人税法第81条の20第１項に規

定する期間（当該期間について仮決算の連結中間申

告書を提出する場合のその期間に限ります。以下

「中間期間」といいます。）の繰戻対象震災損失金

額を当該連結事業年度又は中間期間開始の日前２年

以内に開始したいずれかの連結事業年度（以下「還

付所得連結事業年度」といいます。）に繰り戻し、

法人税額の還付を請求する場合に、「連結法人の震

災損失の繰戻しによる還付請求書」に添付して提出

してください。 

２ 「繰戻対象震災損失金額及び還付所得連結事業年

度に繰り戻す金額の明細書」の各欄は、次により記

載します。 

(1) 「繰戻対象震災損失金額１」欄には、次の表の

⑤の金額を記載します。 

連結欠損金額（別表四の二「50の

①」） 
① 円 

各連結法人の別表七の二付
表二の二「差引震災により
生じた損失の額５の③」欄
の金額の合計額 

② 円 

別表七の二付表二の二「仮
決算の連結中間申告による
還付を受けるべき金額の計
算の基礎となった繰戻対象
震災損失金額６」欄の金額 

③ 円 

②－③（マイナスの場合は０ ） ④ 円 

①と④のいずれか少ない金額  ⑤ 円 
 

 

(2) 「(1)のうち前２年以内に開始する還付所得連結

事業年度に繰り戻す金額２」欄には、「１」欄の

うち当該連結事業年度又は中間期間開始の日前２

年以内に開始する還付所得連結事業年度（以下

「前２年以内還付所得連結事業年度」といいま

す。）に繰戻しをしようとする金額を前２年以内

還付所得連結事業年度の連結所得の金額の合計額

を限度として記載してください。 

(注) 当該連結事業年度前に前２年以内還付所得

連結事業年度の連結所得について、既に改正

前震災特例法第23条又は法人税法第81条の

31((連結欠損金の繰戻しによる還付))の規定の

適用を受けている場合、この「２」欄の金額

は、前２年以内還付所得連結事業年度の連結

所得の金額の合計額からこれらの規定の適用

を受けた部分の連結所得の金額を控除した額

を限度として記載することとなります。 

(3) 「繰り戻す繰戻対象震災損失金額３」には、

「２」欄に記載した金額の内訳として、前２年以

内還付所得連結事業年度の各還付所得連結事業年

度に繰戻対象震災損失金額の繰戻しをしようとす

る金額をそれぞれ記載してください。 

３ 平成23年３月11日を含む連結事業年度の法人税の

連結確定申告書(仮決算の連結中間申告書は含まれ

ません。)を同年７月１日前に提出した連結親法人

については、同年７月31日まで法人税額の還付を請

求することができることとされています。これによ

り法人税の還付を請求する場合には、新たに別表七

の二及び別表七の二付表二の二並びに「災害により

生じた損失の額に関する明細書」を作成し、添付し

てください。 
 
 
 
 

  

 

 



改 正 後 改 正 前 
(７ 先行取得資産に係る買換えの特例の適用に関する届出書) (７ 先行取得資産に係る買換えの特例の適用に関する届出書) 

  

 

 
先行取得資産に係る買換えの特例の 

適用に関する届出書（震災特例法 19、27） 

※整理番号  

※連結グループ整理番号  

 

 

 

 

 

令和  年  月  日 

 

 

 

 

 

 

      税務署長殿 

提出法人 

納 税 地 

〒 

 

     電話(   )    －     
□ 

連 

結 

親 

法 

人 

□ 

単 

体 

法 

人 

（フリガナ）  

法 人 名 等 
 

法 人 番 号 
 
             
             

（フリガナ） 
 

 

代 表 者 氏 名                     

代 表 者 住 所 
〒 

 

事 業 種 目                     業 

（
届
出
の
対
象
が
連
結
子
法
人
で
あ
る
場
合
に
限
り
記
載
） 

連

結

子

法

人 

（フリガナ）  
※ 

税 

務 

署 

処 

理 

欄 

整理番号 
 

 
法 人 名 等  

部 門  

本店又は主たる 

事務所の所在地 

〒             （   局   署） 

 

     電話（   ）    －     
決 算 期  

（フリガナ）  
業種番号  

代 表 者 氏 名  

整 理 簿  代 表 者 住 所 
〒 

事 業 種 目                       業 回 付 先 
□ 親署 ⇒ 子署 

□ 子署 ⇒ 調査課 
 
   自 平成・令和  年  月  日  
                    (連結)事業年度において取得をした下記の資産につき、 
   至 平成・令和  年  月  日  

                          
東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律 

 

  ((先行取得資産がある場合の買換えの特例の適用))の規定の適用を受けたいので、下記のとおり届け出ます。 
 
                           記    

先

行

取

得

資

産 

 種 類    

 規 模    

 所 在 地    

 用 途    

 取 得 年 月 日     年   月   日     年   月   日 年   月   日 

 取 得 価 額 
円 円 円 

 譲渡予定資産の種類    

 そ の 他 参 考 と 

 な る べ き 事 項 

 

 

 

 

 

 

 

税 理 士 署 名                                          
 

※税務署 

処理欄 

部 

門 
 

決 算

期 
 

業種 

番号 
 

番 

号 
 

整 理

簿 
 

備 

考 
 

通信 

日付印 
年 月 日 

確 

認 
 

 
03.06改正 

（

規

格

Ａ

４

） 

第19条 第３項 
第27条 第３項 

 
先行取得資産に係る買換えの特例の 

適用に関する届出書（震災特例法 19、27） 

※整理番号  

※連結グループ整理番号  

 

 

 

 

 

令和  年  月  日 

 

 

 

 

 

 

      税務署長殿 

提出法人 

納 税 地 

〒 

 

     電話(   )    －     
□ 

連 

結 

親 

法 

人 

□ 

単 

体 

法 

人 

（フリガナ）  

法 人 名 等 
 

法 人 番 号 
 
             
             

（フリガナ） 
 

 

代 表 者 氏 名                     ○印 

代 表 者 住 所 
〒 

 

事 業 種 目                     業 

（
届
出
の
対
象
が
連
結
子
法
人
で
あ
る
場
合
に
限
り
記
載
） 

連

結

子

法

人 

（フリガナ）  
※ 

税 

務 

署 

処 

理 

欄 

整理番号 
 

 
法 人 名 等  

部 門  

本店又は主たる 

事務所の所在地 

〒             （   局   署） 

 

     電話（   ）    －     
決 算 期  

（フリガナ）  
業種番号  

代 表 者 氏 名  

整 理 簿  代 表 者 住 所 
〒 

事 業 種 目                       業 回 付 先 
□ 親署 ⇒ 子署 

□ 子署 ⇒ 調査課 
 
   自 平成・令和  年  月  日  
                    (連結)事業年度において取得をした下記の資産につき、 
   至 平成・令和  年  月  日  

                          
東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律 

 

  ((先行取得資産がある場合の買換えの特例の適用))の規定の適用を受けたいので、下記のとおり届け出ます。 
 
                           記    

先

行

取

得

資

産 

 種 類    

 規 模    

 所 在 地    

 用 途    

 取 得 年 月 日     年   月   日     年   月   日 年   月   日 

 取 得 価 額 
円 円 円 

 譲渡予定資産の種類    

 そ の 他 参 考 と 

 な る べ き 事 項 

 

 

 

 

 

 

 

税 理 士 署 名 押 印                                        ○印  
 

※税務署 

処理欄 

部 

門 
 

決 算

期 
 

業種 

番号 
 

番 

号 
 

整 理

簿 
 

備 

考 
 

通信 

日付印 
年 月 日 

確認

印 
 

 
01.06改正 

（

規

格

Ａ

４

） 

第19条 第３項 
第27条 第３項 



改 正 後 改 正 前 
(７ 先行取得資産に係る買換えの特例の適用に関する届出書) (７ 先行取得資産に係る買換えの特例の適用に関する届出書) 

 

先行取得資産に係る買換えの特例の適用に関 

する届出書（震災特例法 19、27）の記載要領等  

 

１ この届出書は、法人（連結法人を含みます。）が取得（製作又は建設を含みます。）をした資産について、東日本大震

災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律（以下「震災特例法」といいます。）第 19 条第３項又は第

27 条第３項 ((先行取得資産がある場合の買換えの特例の適用))の規定の適用を受ける場合に、単体法人（連結法人を除

く法人をいいます。）又は連結親法人がその旨を届け出るときに使用してください。 

  なお、先行取得資産がいずれの規定の適用を受けるものであるかに応じ、該当条項を○で囲んでください。 

 (注) 震災特例法第 19 条第３項又は第 27 条第３項の規定の適用を受けることができる先行取得資産は、法人が平成

23 年３月 11 日以後に取得をするものに限られます。 

２ この届出書は、その取得をした日を含む事業年度又は連結事業年度終了の日の翌日から２月以内に、納税地の所轄税

務署長に１通（調査課所管法人にあっては２通）提出してください。 

３ 届出書の各欄は、次により記載してください。なお、震災特例法第 19 条第３項又は第 27 条第３項の規定は、この届

出書に記載された資産に限り適用を受けることができますから、明確に記載してください。 

また、この届出書に記載しきれない場合には、別紙に記載してください。 

(1) 「提出法人」欄には、該当する□にレ印を付すとともに、当該提出法人の「納税地」、「法人名等」、「法人番号」、

「代表者氏名」、「代表者住所」及び「事業種目」を記載してください。 

(2) 「連結子法人」欄には、当該子法人の「法人名等」、「本店又は主たる事務所の所在地」、「代表者氏名」、「代表者住

所」及び「事業種目」を記載してください。 

(3) 「種類」欄及び「用途」欄は、その資産が減価償却資産である場合には、減価償却資産の耐用年数等に関する省令

別表に定めるところに準じて記載してください。 

(4) ｢規模」欄は、その資産が、土地等、建物、構築物等にあってはその面積等を、機械及び装置等にあっては処理能

力等を記載してください。 

(5) 「税理士署名」欄は、この届出書を税理士又は税理士法人が作成した場合に、その税理士等が署名してください。 

(6)「※」欄は、記載しないでください。 

４ 留意事項 

 ○ 法人課税信託の名称の併記 

   法人税法第２条第 29 号の２に規定する法人課税信託の受託者がその法人課税信託について、国税に関する法律に

基づき税務署長等に申請書等を提出する場合には、申請書等の「法人名等」の欄には、受託者の法人名又は氏名のほ

か、その法人課税信託の名称を併せて記載してください。 

   

 
 

 
先行取得資産に係る買換えの特例の適用に関 

する届出書（震災特例法 19、27）の記載要領等  

 

１ この届出書は、法人（連結法人を含みます。）が取得（製作又は建設を含みます。）をした資産について、東日本大震

災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律（以下「震災特例法」といいます。）第 19 条第３項又は第

27 条第３項 ((先行取得資産がある場合の買換えの特例の適用))の規定の適用を受ける場合に、単体法人（連結法人を除

く法人をいいます。）又は連結親法人がその旨を届け出るときに使用してください。 

  なお、先行取得資産がいずれの規定の適用を受けるものであるかに応じ、該当条項を○で囲んでください。 

 (注) 震災特例法第 19 条第３項又は第 27 条第３項の規定の適用を受けることができる先行取得資産は、法人が平成

23 年３月 11 日以後に取得をするものに限られます。 

２ この届出書は、その取得をした日を含む事業年度又は連結事業年度終了の日の翌日から２月以内に、納税地の所轄税

務署長に１通（調査課所管法人にあっては２通）提出してください。 

３ 届出書の各欄は、次により記載してください。なお、震災特例法第 19 条第３項又は第 27 条第３項の規定は、この届

出書に記載された資産に限り適用を受けることができますから、明確に記載してください。 

また、この届出書に記載しきれない場合には、別紙に記載してください。 

(1) 「提出法人」欄には、該当する□にレ印を付すとともに、当該提出法人の「納税地」、「法人名等」、「法人番号」、

「代表者氏名」、「代表者住所」及び「事業種目」を記載してください。 

(2) 「連結子法人」欄には、当該子法人の「法人名等」、「本店又は主たる事務所の所在地」、「代表者氏名」、「代表者住

所」及び「事業種目」を記載してください。 

(3) 「種類」欄及び「用途」欄は、その資産が減価償却資産である場合には、減価償却資産の耐用年数等に関する省令

別表に定めるところに準じて記載してください。 

(4) ｢規模」欄は、その資産が、土地等、建物、構築物等にあってはその面積等を、機械及び装置等にあっては処理能

力等を記載してください。 

(5) 「税理士署名押印」欄は、この届出書を税理士及び税理士法人が作成した場合に、その税理士等が署名押印してく

ださい。 

(6)「※」欄は、記載しないでください。 

４ 留意事項 

 ○ 法人課税信託の名称の併記 

   法人税法第２条第 29 号の２に規定する法人課税信託の受託者がその法人課税信託について、国税に関する法律に

基づき税務署長等に申請書等を提出する場合には、申請書等の「法人名等」の欄には、受託者の法人名又は氏名のほ

か、その法人課税信託の名称を併せて記載してください。 

   

 
 

 



改 正 後 改 正 前 
(８ 適格分割等による特定の資産の買換えの場合における買換資産の帳簿価額の減額又は特定の資産の譲渡に伴い設

定をした期中特別勘定に関する届出書) 

(８ 適格分割等による特定の資産の買換えの場合における買換資産の帳簿価額の減額又は特定の資産の譲渡に伴い設定

をした期中特別勘定に関する届出書) 

  

 
22.06 改正 

適格分割等による特定の資産の買換えの場合における買換資 

産の帳簿価額の減額又は特定の資産の譲渡に伴い設定をした 

期中特別勘定に関する届出書（震災特例法 19、20、27、28） 

※整理番号  

※連結グループ整理番号  

 

 

 

 

 

令和  年  月  日 

 

 

 

 

 

       税務署長殿 

提 出 法 人 

納 税 地 
〒 

 
     電話(   )    －     □ 

連 

結 

親 

法 

人 

□ 

単 

体 

法 

人 

（ フ リ ガ ナ ）  

法 人 名 等  

法 人 番 号 
 
             
             

（ フ リ ガ ナ ）  

代 表 者 氏 名                       

代 表 者 住 所 
〒 

事 業 種 目                      業 

（
届
出
の
対
象
が
連
結
子
法
人
で
あ
る
場
合
に
限
り
記
載
） 

連

結

子

法

人 

（フリガナ）  
※ 

税 

務 

署 

処 

理 

欄 

整理番号  

法 人 名 等  

部 門  

本店又は主たる 

事務所の所在地 

〒             （   局   

署） 
 
     電話（   ）    －     決 算 期  

（フリガナ）  

代 表 者 氏 名  業種番号  

代 表 者 住 所 
〒 

整 理 簿  

事 業 種 目                       業 回 付 先 
□ 親署 ⇒ 子署 
□ 子署 ⇒ 調査課 

    
適格分割等を行う場合において、特定の資産の買換えの場合における買換資産の帳簿価額の減額について、   

東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下｢震災特例法｣といいます。) 
             
 
                                                    
  
  により又は特定の資産の譲渡に伴い設定をした期中特別勘定について、 
                                                          
 
  震災特例法           により下記のとおり届け出ます。          
                                                         
                          記    

適 格 分 割 等 に 

係る分割承継法人等 

法 人 名 等  

納 税 地  

代 表 者 氏 名  

適 格 分 割 等 の 日          年     月     日      

譲
渡
資
産 

種 類  

所 在 地  

規 模 （ 土 地 等 の 場 合 は 面 積 ）  

譲 渡 年 月 日               年     月     日      

取
得
見
込
資
産 

買
換
資
産
又
は 

種 類  

構 造  

所 在 地  

規 模 （ 土 地 等 の 場 合 は 面 積 ）  

取 得 （ 予 定 ） 年 月 日               年     月     日      

表 の 各 号 の 該 当 区 分  

減額 した金 額又は期中 特別勘 定の金 額                               円 

添 付 明 細 （ 別 表 等 ）  

そ の 他 参 考 と な る べ き 事 項  
 

税 理 士 署 名                                          
 
※税務署 

処理欄 

部 

門 
 

決 算

期 
 

業 種 

番 号 
 

番 

号 
 

整 理

簿 
 

備 

考 
 

通 信 

日 付 印 
年 月 日 確認  

（

規

格

Ａ

４

） 

第19条第10項（第20条第17項において準用する場合を含みます。） 
第27条第10項（第28条第18項において準用する場合を含みます。） 

第20条第３項 
第28条第４項 

22.06 改正 

適格分割等による特定の資産の買換えの場合における買換資 

産の帳簿価額の減額又は特定の資産の譲渡に伴い設定をした 

期中特別勘定に関する届出書（震災特例法19、20、27、28） 

※整理番号  

※連結グループ整理番号  

 

 

 

 

 

令和  年  月  日 

 

 

 

 

 

       税務署長殿 

提出法人 

納 税 地 
〒 

 
     電話(   )    －     □ 

連 

結 

親 

法 

人 

□ 

単 

体 

法 

人 

（ フ リ ガ ナ ）  

法 人 名 等  

法 人 番 号 
 
             
             

（ フ リ ガ ナ ）  

代 表 者 氏 名                      ○印 

代 表 者 住 所 
〒 

事 業 種 目                      業 

（
届
出
の
対
象
が
連
結
子
法
人
で
あ
る
場
合
に
限
り
記
載
） 

連

結

子

法

人 

（フリガナ）  
※ 

税 

務 

署 

処 

理 

欄 

整理番号  

法 人 名 等  

部 門  

本店又は主たる 

事務所の所在地 

〒             （   局   

署） 
 
     電話（   ）    －     決 算 期  

（フリガナ）  

代 表 者 氏 名  業種番号  

代 表 者 住 所 
〒 

整 理 簿  

事 業 種 目                       業 回 付 先 
□ 親署 ⇒ 子署 
□ 子署 ⇒ 調査課 

    
適格分割等を行う場合において、特定の資産の買換えの場合における買換資産の帳簿価額の減額について、   

東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下｢震災特例法｣といいます。) 
             
 
                                                    
  
  により又は特定の資産の譲渡に伴い設定をした期中特別勘定について、 
                                                          
 
  震災特例法           により下記のとおり届け出ます。          
                                                         
                          記    

適 格 分 割 等 に 

係る分割承継法人等 

法 人 名 等  

納 税 地  

代 表 者 氏 名  

適 格 分 割 等 の 日          年     月     日      

譲
渡
資
産 

種 類  

所 在 地  

規 模 （ 土 地 等 の 場 合 は 面 積 ）  

譲 渡 年 月 日               年     月     日      

取
得
見
込
資
産 

買
換
資
産
又
は 

種 類  

構 造  

所 在 地  

規 模 （ 土 地 等 の 場 合 は 面 積 ）  

取 得 （ 予 定 ） 年 月 日               年     月     日      

表 の 各 号 の 該 当 区 分  

減 額した金 額又は 期中特別勘 定の金 額                               円 

添 付 明 細 （ 別 表 等 ）  

そ の 他 参 考 と な る べ き 事 項  
 

税 理 士 署 名 押 印                                         ○印  
 
※税務署 

処理欄 

部 

門 
 

決 算

期 
 

業 種 

番 号 
 

番 

号 
 

整 理

簿 
 

備 

考 
 

通 信 

日 付 印 
年 月 日 

確認

印 
 

（

規

格

Ａ

４

） 

第19条第10項（第20条第17項において準用する場合を含みます。） 
第27条第10項（第28条第18項において準用する場合を含みます。） 

第20条第３項 
第28条第４項 



改 正 後 改 正 前 
(８ 適格分割等による特定の資産の買換えの場合における買換資産の帳簿価額の減額又は特定の資産の譲渡に伴い設

定をした期中特別勘定に関する届出書) 

(８ 適格分割等による特定の資産の買換えの場合における買換資産の帳簿価額の減額又は特定の資産の譲渡に伴い設定

をした期中特別勘定に関する届出書) 

 
適 格 分 割 等 に よ る 特 定 の 資 産 の 買 換 え の 場 合 に お け る 買 換 資 産 の 
帳 簿 価 額 の 減 額 又 は 特 定 の 資 産 の 譲 渡 に 伴 い 設 定 を し た 期 中 特 別 
勘 定 に 関 す る 届 出書 （ 震 災 特 例 法 1 9 、 2 0 、 2 7 、 2 8 ） の 記 載 要 領 等 

 
 １ 法人（連結法人を含みます。）が適格分割、適格現物出資又は適格現物分配（下表(2)の届出にあっては適格現物分

配を除きます。以下「適格分割等」といいます。）を行う場合において、東日本大震災の被災者等に係る国税関係法

律の臨時特例に関する法律（以下「震災特例法」といいます。）の下表の条文に基づき帳簿価額を減額した場合又は、
期中特別勘定を設定した場合に、単体法人（連結法人を除く法人をいいます。）又は連結親法人が減額をした金額又

は期中特別勘定の金額等の届出を行うときに使用してください。 

  根拠条文 届出根拠条文 

(1)  特定の資産の買換えの場合

における買換資産の帳簿価額

の減額の届出 

第19条第８項 

（第20条第８項） 

第27条第８項 

（第28条第９項） 

第19条第10項 

（第20条第17項） 

第27条第10項 

（第28条第18項） 

(2) 特定の資産の譲渡に伴い設

定をした期中特別勘定に関す

る届出 

第20条第２項 

第28条第３項 

第20条第３項 

第28条第４項 

 ２ この届出書は、適格分割等の日以後２月以内に納税地の所轄税務署長に１通(調査課所管法人にあっては２通)提出
してください。 

 ３ 届出書の各欄は、次により記載してください。 

(1) ｢提出法人｣欄には、該当する□にレ印を付すとともに、当該提出法人の｢納税地｣、｢法人名等｣、「法人番号」、｢代
表者氏名｣、｢代表者住所｣及び｢事業種目｣を記載してください。 

(2) ｢連結子法人｣欄には、当該子法人の｢法人名等｣、｢本店又は主たる事務所の所在地｣、｢代表者氏名｣、｢代表者住
所｣及び｢事業種目｣を記載してください。 

(3) ｢適格分割等に係る分割承継法人等」の各欄は、震災特例法第 19 条第８項、第 27 条第８項、第 20 条第８項、

第 28 条第９項又は第 20条第２項、第 28 条第３項に規定する分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人
（上記１の表(2)の届出にあっては被現物分配法人を除きます。）の名称及び納税地並びに代表者の氏名について
記載してください。 

(4) ｢適格分割等の日」欄は、震災特例法第 19 条第８項、第 27 条第８項、第 20 条第８項、第 28 条第９項又は第 20

条第２項、第 28 条第３項に規定する適格分割等の日を記載してください。 
(5) ｢譲渡資産」の各欄については、それぞれ譲渡資産の種類､所在地及び規模（土地等にあっては、その面積）並

びにその譲渡年月日を記載してください。 
(6) ｢買換資産又は取得見込資産」の各欄については、買換資産又は取得見込資産の種類、構造、所在地及び規模（土

地等にあっては、その面積）並びにその取得（予定）年月日を記載してください。 

(7) ｢減額した金額又は期中特別勘定の金額」欄は、震災特例法第 19 条第８項（第 20 条第８項において準用する場
合を含みます。）、第 27 条第８項（第 28 条第９項において準用する場合を含みます。）の規定により損金の額に算
入されるこれらの規定に規定する帳簿価額を減額した金額又は同法第 20 条第２項、第 28 条第３項の規定により

損金の額に算入されるこれらの規定に規定する期中特別勘定の金額を記載します。 
(8) ｢添付明細(別表等）」欄は、別表十三（五）「特定の資産の買換えにより取得した資産の圧縮額等の損金算入に

関する明細書」その他添付明細を記載するとともに、当該明細を当該届出書に添付してください。 

(9)「税理士署名」欄は、この届出書を税理士又は税理士法人が作成した場合に、その税理士等が署名してください。 
 
(10)「※」欄は、記載しないでください。 

 ４ 留意事項 

○ 法人課税信託の名称の併記 
法人税法第２条第 29 号の２に規定する法人課税信託の受託者がその法人課税信託について、国税に関する法律に

基づき税務署長等に申請書等を提出する場合には、申請書等の「法人名等」の欄には、受託者の法人名又は氏名の
ほか、その法人課税信託の名称を併せて記載してください。 

 

 
適 格 分 割 等 に よ る 特 定 の 資 産 の 買 換 え の 場 合 に お け る 買 換 資 産 の 
帳 簿 価 額 の 減 額 又 は 特 定 の 資 産 の 譲 渡 に 伴 い 設 定 を し た 期 中 特 別 
勘 定 に 関 す る 届出 書 （ 震 災 特 例 法 1 9 、 2 0 、 2 7 、 2 8 ） の 記 載 要 領 等 

 
 １ 法人（連結法人を含みます。）が適格分割、適格現物出資又は適格現物分配（下表(2)の届出にあっては適格現物分

配を除きます。以下「適格分割等」といいます。）を行う場合において、東日本大震災の被災者等に係る国税関係法

律の臨時特例に関する法律（以下「震災特例法」といいます。）の下表の条文に基づき帳簿価額を減額した場合又は、
期中特別勘定を設定した場合に、単体法人（連結法人を除く法人をいいます。）又は連結親法人が減額をした金額又

は期中特別勘定の金額等の届出を行うときに使用してください。 

  根拠条文 届出根拠条文 

(1)  特定の資産の買換えの場合

における買換資産の帳簿価額

の減額の届出 

第19条第８項 

（第20条第８項） 

第27条第８項 

（第28条第９項） 

第19条第10項 

（第20条第17項） 

第27条第10項 

（第28条第18項） 

(2) 特定の資産の譲渡に伴い設

定をした期中特別勘定に関す

る届出 

第20条第２項 

第28条第３項 

第20条第３項 

第28条第４項 

 ２ この届出書は、適格分割等の日以後２月以内に納税地の所轄税務署長に１通(調査課所管法人にあっては２通)提出
してください。 

 ３ 届出書の各欄は、次により記載してください。 

(1) ｢提出法人｣欄には、該当する□にレ印を付すとともに、当該提出法人の｢納税地｣、｢法人名等｣、「法人番号」、｢代
表者氏名｣、｢代表者住所｣及び｢事業種目｣を記載してください。 

(2) ｢連結子法人｣欄には、当該子法人の｢法人名等｣、｢本店又は主たる事務所の所在地｣、｢代表者氏名｣、｢代表者住
所｣及び｢事業種目｣を記載してください。 

(3) ｢適格分割等に係る分割承継法人等」の各欄は、震災特例法第 19 条第８項、第 27 条第８項、第 20 条第８項、

第 28 条第９項又は第 20 条第２項、第 28 条第３項に規定する分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人
（上記１の表(2)の届出にあっては被現物分配法人を除きます。）の名称及び納税地並びに代表者の氏名について
記載してください。 

(4) ｢適格分割等の日」欄は、震災特例法第 19 条第８項、第 27 条第８項、第 20 条第８項、第 28 条第９項又は第 20

条第２項、第 28 条第３項に規定する適格分割等の日を記載してください。 
(5) ｢譲渡資産」の各欄については、それぞれ譲渡資産の種類､所在地及び規模（土地等にあっては、その面積）並

びにその譲渡年月日を記載してください。 
(6) ｢買換資産又は取得見込資産」の各欄については、買換資産又は取得見込資産の種類、構造、所在地及び規模（土

地等にあっては、その面積）並びにその取得（予定）年月日を記載してください。 

(7) ｢減額した金額又は期中特別勘定の金額」欄は、震災特例法第 19 条第８項（第 20条第８項において準用する場
合を含みます。）、第 27 条第８項（第 28 条第９項において準用する場合を含みます。）の規定により損金の額に算
入されるこれらの規定に規定する帳簿価額を減額した金額又は同法第 20 条第２項、第 28 条第３項の規定により

損金の額に算入されるこれらの規定に規定する期中特別勘定の金額を記載します。 
(8) ｢添付明細(別表等）」欄は、別表十三（五）「特定の資産の買換えにより取得した資産の圧縮額等の損金算入に

関する明細書」その他添付明細を記載するとともに、当該明細を当該届出書に添付してください。 

(9)「税理士署名押印」欄は、この届出書を税理士及び税理士法人が作成した場合に、その税理士等が署名押印して
ください。 

(10)「※」欄は、記載しないでください。 

 ４ 留意事項 

○ 法人課税信託の名称の併記 
法人税法第２条第 29 号の２に規定する法人課税信託の受託者がその法人課税信託について、国税に関する法律に

基づき税務署長等に申請書等を提出する場合には、申請書等の「法人名等」の欄には、受託者の法人名又は氏名の
ほか、その法人課税信託の名称を併せて記載してください。 

 

 



改 正 後 改 正 前 
(９ 特定の資産の買換えの場合における特別勘定の設定期間延長承認申請書) (９ 特定の資産の買換えの場合における特別勘定の設定期間延長承認申請書) 

  

 

 
         特定の資産の買換えの場合における特別勘定の 

         設定期間延長承認申請書（震災特例法 20、28）  

※整理番号  

※連結グループ整理番号  

 

 

 

 

 

令和  年  月  日 

 

 

 

 

       税務署長殿 

提出法人 
納 税 地 

〒 
 
     電話(   )    －     □ 

連 

結 

親 

法 

人 

□ 

単 

体 

法 

人 

（フリガナ）  

法 人 名 等 
 

法 人 番 号 
 
             
             

（フリガナ） 
 

 

代 表 者 氏 名                       

代 表 者 住 所 
〒 
 
 

事 業 種 目                      業 

（
申
請
の
対
象
が
連
結
子
法
人
で
あ
る
場
合
に
限
り
記
載
） 

連

結

子

法

人 

（フリガナ）  
※ 

税 

務 

署 

処 

理 

欄 

整理番号  

法 人 名 等  

部 門  

本店又は主たる 

事務所の所在地 

〒             （   局   署） 

 

     電話（   ）    －     
決 算 期  

（フリガナ）  
業種番号  

代 表 者 氏 名  

整 理 簿  代 表 者 住 所 
〒 

事 業 種 目                       業 回 付 先 
□ 親署 ⇒ 子署 

□ 子署 ⇒ 調査課
 

  東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律（以下「震災特例法」といいます。）               
   

            の規定による特定の資産の買換えの場合における特別勘定の設定期間を下記により延長 
 
したいので申請します。  

記 

      震災特例法第20条第４項第１号 
 申請時の                に規定する特別勘定の金額 
      震災特例法第28条第５項第１号 

円         

買
換
資
産
の
内
容 

取
得
し
よ
う
と
す
る 

種 類    

構 造    

規 模    

価 額 
円 円 円 

所 在 地    

買 換 資 産 の 取 得 

予 定 年 月 日 
   ・   ・       ・   ・       ・   ・    

認 定 を 受 け よ う 

と す る 年 月 日 
   ・   ・       ・   ・       ・   ・    

（設定期間の延長を必要とする理由） 

（その他参考となるべき事項） 

 

税 理 士 署 名                                          
 

※税務署 

処理欄 

部 

門 
 

決算

期 
 

業種 

番号 
 

番 

号 
 

整理

簿 
 

備 

考 
 

通信 

日付印 
年  月  日 

確 

認 
   

  
03.06改正 

（

規

格

Ａ

４

） 

第20条第1項 
第28条第1項 

 
         特定の資産の買換えの場合における特別勘定の 

         設定期間延長承認申請書（震災特例法 20、28）  

※整理番号  

※連結グループ整理番号  

 

 

 

 

 

令和  年  月  日 

 

 

 

 

       税務署長殿 

提出法人 
納 税 地 

〒 
 
     電話(   )    －     □ 

連 

結 

親 

法 

人 

□ 

単 

体 

法 

人 

（フリガナ）  

法 人 名 等 
 

法 人 番 号 
 
             
             

（フリガナ） 
 

 

代 表 者 氏 名                      ○印 

代 表 者 住 所 
〒 
 
 

事 業 種 目                      業 

（
申
請
の
対
象
が
連
結
子
法
人
で
あ
る
場
合
に
限
り
記
載
） 

連

結

子

法

人 

（フリガナ）  
※ 

税 

務 

署 

処 

理 

欄 

整理番号  

法 人 名 等  

部 門  

本店又は主たる 

事務所の所在地 

〒             （   局   署） 

 

     電話（   ）    －     
決 算 期  

（フリガナ）  
業種番号  

代 表 者 氏 名  

整 理 簿  代 表 者 住 所 
〒 

事 業 種 目                       業 回 付 先 
□ 親署 ⇒ 子署 

□ 子署 ⇒ 調査課
 

  東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律（以下「震災特例法」といいます。）               
   

            の規定による特定の資産の買換えの場合における特別勘定の設定期間を下記により延長 
 
したいので申請します。  

記 

      震災特例法第20条第４項第１号 
 申請時の                に規定する特別勘定の金額 
      震災特例法第28条第５項第１号 

円         

買
換
資
産
の
内
容 

取
得
し
よ
う
と
す
る 

種 類    

構 造    

規 模    

価 額 
円 円 円 

所 在 地    

買 換 資 産 の 取 得 

予 定 年 月 日 
   ・   ・       ・   ・       ・   ・    

認 定 を 受 け よ う 

と す る 年 月 日 
   ・   ・       ・   ・       ・   ・    

（設定期間の延長を必要とする理由） 

（その他参考となるべき事項） 

 

税 理 士 署 名 押 印                                        ○印  
 

※税務署 

処理欄 

部 

門 
 

決算

期 
 

業種 

番号 
 

番 

号 
 

整理

簿 
 

備 

考 
 

通信 

日付印 
年  月  日 

確認

印 
   

  
01.06改正 

（

規

格

Ａ

４

） 

第20条第1項 
第28条第1項 



改 正 後 改 正 前 
(９ 特定の資産の買換えの場合における特別勘定の設定期間延長承認申請書) (９ 特定の資産の買換えの場合における特別勘定の設定期間延長承認申請書) 

 

特定の資産の買換えの場合における特別勘定の設定期間 

延長承認申請書（震災特例法 20、28）の記載要領等 

 

１ この申請書は、法人（連結法人を含みます。）が東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律

（以下「震災特例法」といいます。）第 20 条第１項又は第 28 条第１項の規定により特定の資産の買換えの場合における

特別勘定を設けた場合において、やむを得ない事情によってその特定の資産を譲渡した日を含む事業年度又は連結事業

年度（以下「譲渡事業年度」といいます｡）の翌事業年度又は翌連結事業年度開始の日から１年を経過する日までの期間

内に買換資産を取得することが困難なため、単体法人（連結法人を除く法人をいいます。）又は連結親法人がその期間の

延長を申請するときに使用してください。 

２ この申請書は、譲渡事業年度終了の日の翌日から２月以内に提出する必要があります。 

 なお、この期間内に提出しなかった場合であっても、やむを得ない事情が生じたため、当該１年を経過する日まで

の期間内に買換資産を取得することが困難であることとなったときには、当該事情が生じた日から２月以内に限りこ

の申請をすることができます。 

３ この申請書は、納税地を所轄する税務署長に、その特別勘定の設定の基礎となった震災特例法第 19 条第１項又は第

27 条第１項の表の各号の上欄に掲げる譲渡資産の区分ごとに別葉とし、１通（調査課所管法人にあっては２通）提出

してください。 

４ 申請書の各欄は、次により記載しますが、記載に当たって欄が不足する場合は、適宜別紙に記載して添付してくださ

い。 

(1) ｢提出法人」欄には、該当する□にレ印を付すとともに、当該提出法人の「納税地」、「法人名等」、「法人番号」、「代

表者氏名」、「代表者住所」及び「事業種目」を記載してください。 

 (2) ｢連結子法人」欄には、当該子法人の「法人名等」、「本店又は主たる事務所の所在地」、「代表者氏名」、「代表者住

所」及び「事業種目」を記載してください。 
 

( 3 )  ｢ 申 請 時の                 に 規定 する 特 別勘 定 の 金額 」欄 には 、 こ の 
 

申請書を提出する日現在における特別勘定の金額（譲渡事業年度の前事業年度又は前連結事業年度までに設けた特別

勘定の金額がある場合には、この金額を除きます｡)を記載しますが、特別勘定設定後益金の額に算入されるべき金額

があるにもかかわらず特別勘定の取り崩しを行っていない場合には、当該金額を控除した残額を記載することに注意

してください。 

(4) ｢取得しようとする買換資産の内容」欄の各欄 

イ ｢種類」欄には、取得予定資産の種類（土地、建物、構築物、機械及び装置等）を記載してください。 

ロ ｢構造」欄には、建物、構築物等の構造を記載してください。 

ハ ｢規模」欄には、取得予定資産の面積、重量、能力等の大きさを記載してください。 

ニ ｢所在地」欄には、取得予定資産が土地の場合にはその所在地を記載し、取得予定資産が土地以外の資産の場合

には将来その資産が所在することとなる予定地を記載してください。 

(5) ｢設定期間の延長を必要とする理由」欄には、設定期間の延長を必要とするやむを得ない事情を詳細に記載してく

ださい。 

(6) ｢税理士署名」欄は、この申請書を税理士又は税理士法人が作成した場合に、その税理士等が署名してください。 

 

(7) ｢※」欄は、記載しないでください。 

５ 留意事項 

○ 法人課税信託の名称の併記 

法人税法第２条第 29 号の２に規定する法人課税信託の受託者がその法人課税信託について、国税に関する法律に

基づき税務署長等に申請書等を提出する場合には、申請書等の「法人名等」の欄には、受託者の法人名又は氏名のほ

か、その法人課税信託の名称を併せて記載してください。 

 

 

特定の資産の買換えの場合における特別勘定の設定期間 

延長承認申請書（震災特例法 20、28）の記載要領等 

 

１ この申請書は、法人（連結法人を含みます。）が東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律

（以下「震災特例法」といいます。）第 20 条第１項又は第 28 条第１項の規定により特定の資産の買換えの場合における

特別勘定を設けた場合において、やむを得ない事情によってその特定の資産を譲渡した日を含む事業年度又は連結事業

年度（以下「譲渡事業年度」といいます｡）の翌事業年度又は翌連結事業年度開始の日から１年を経過する日までの期間

内に買換資産を取得することが困難なため、単体法人（連結法人を除く法人をいいます。）又は連結親法人がその期間の

延長を申請するときに使用してください。 

２ この申請書は、譲渡事業年度終了の日の翌日から２月以内に提出する必要があります。 

 なお、この期間内に提出しなかった場合であっても、やむを得ない事情が生じたため、当該１年を経過する日まで

の期間内に買換資産を取得することが困難であることとなったときには、当該事情が生じた日から２月以内に限りこ

の申請をすることができます。 

３ この申請書は、納税地を所轄する税務署長に、その特別勘定の設定の基礎となった震災特例法第 19 条第１項又は第

27 条第１項の表の各号の上欄に掲げる譲渡資産の区分ごとに別葉とし、１通（調査課所管法人にあっては２通）提出

してください。 

４ 申請書の各欄は、次により記載しますが、記載に当たって欄が不足する場合は、適宜別紙に記載して添付してくださ

い。 

(1) ｢提出法人」欄には、該当する□にレ印を付すとともに、当該提出法人の「納税地」、「法人名等」、「法人番号」、「代

表者氏名」、「代表者住所」及び「事業種目」を記載してください。 

 (2) ｢連結子法人」欄には、当該子法人の「法人名等」、「本店又は主たる事務所の所在地」、「代表者氏名」、「代表者住

所」及び「事業種目」を記載してください。 
 

( 3 )  ｢ 申請 時 の                 に 規 定 する特 別 勘 定の 金 額」欄 に は 、こ の 
 

申請書を提出する日現在における特別勘定の金額（譲渡事業年度の前事業年度又は前連結事業年度までに設けた特別

勘定の金額がある場合には、この金額を除きます｡)を記載しますが、特別勘定設定後益金の額に算入されるべき金額

があるにもかかわらず特別勘定の取り崩しを行っていない場合には、当該金額を控除した残額を記載することに注意

してください。 

(4) ｢取得しようとする買換資産の内容」欄の各欄 

イ ｢種類」欄には、取得予定資産の種類（土地、建物、構築物、機械及び装置等）を記載してください。 

ロ ｢構造」欄には、建物、構築物等の構造を記載してください。 

ハ ｢規模」欄には、取得予定資産の面積、重量、能力等の大きさを記載してください。 

ニ ｢所在地」欄には、取得予定資産が土地の場合にはその所在地を記載し、取得予定資産が土地以外の資産の場合

には将来その資産が所在することとなる予定地を記載してください。 

(5) ｢設定期間の延長を必要とする理由」欄には、設定期間の延長を必要とするやむを得ない事情を詳細に記載してく

ださい。 

(6) ｢税理士署名押印」欄は、この申請書を税理士及び税理士法人が作成した場合に、その税理士等が署名押印してく

ださい。 

(7) ｢※」欄は、記載しないでください。 

５ 留意事項 

○ 法人課税信託の名称の併記 

法人税法第２条第 29 号の２に規定する法人課税信託の受託者がその法人課税信託について、国税に関する法律に

基づき税務署長等に申請書等を提出する場合には、申請書等の「法人名等」の欄には、受託者の法人名又は氏名のほ

か、その法人課税信託の名称を併せて記載してください。 

 

 

震災特例法第 20 条第４項第１号 
震災特例法第 28 条第５項第１号 

震災特例法第 20 条第４項第１号 
震災特例法第 28 条第５項第１号 



改 正 後 改 正 前 
(12 適格分割等を行う場合の特定の資産の買換えの場合における期中特別勘定の設定期間延長承認申請書) (12 適格分割等を行う場合の特定の資産の買換えの場合における期中特別勘定の設定期間延長承認申請書) 

  

 

適格分割等を行う場合の特定の資産の買換え 
の 場 合 に お け る 期 中 特 別 勘 定 の 設 定 期 間 
延 長 承 認 申 請 書 （ 震 災 特 例 法 2 0、 2 8） 

※整理番号  

※連結グループ整理番号  

 

 

 

 

 

令和  年  月  日 

 

 

 

 

 

 

       税務署長殿 

提出法人 

納 税 地 

〒 

 

     電話(   )    －     
□ 

連 

結 

親 

法 

人 

□ 

単 

体 

法 

人 

（フリガナ）  

法 人 名 等 
 

法 人 番 号 
 
             
             

（フリガナ）  

代 表 者 氏 名                       

代 表 者 住 所 
〒 
 

 

事 業 種 目                      業 

（
申
請
の
対
象
が
連
結
子
法
人
で
あ
る
場
合
に
限
り
記
載
） 

連

結

子

法

人 

（フリガナ）  
※ 

税 

務 

署 

処 

理 

欄 

整理番号  

法 人 名 等  

部 門  

本店又は主たる 

事務所の所在地 

〒             （   局   署） 

 

     電話（   ）    －     
決 算 期  

（フリガナ）  
業種番号  

代 表 者 氏 名  

整 理 簿  代 表 者 住 所 〒 

事 業 種 目                       業 回 付 先 
□ 親署 ⇒ 子署 

□ 子署 ⇒ 調査課

   

  東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律（以下｢震災特例法｣といいます。） 

  

                         の規定による適格分割等を行う場合の特定の資産の買換えの場合における期中特別勘定の 

  

設定期間を下記により延長したいので申請します。 

                            記 

震災特例法第20条第２項・第28条第３項の規定により設けるこれらに規定する期中特別勘定の金額 
円 

当該適格分
割等に係る
分割承継法
人等におい
て取得しよ
うとする買
換資産の内
容 

種 類     

構 造     

規 模     

価 額          円          円          円          円 

所在地     

買 換 資 産 の 取 得 
予 定 年 月 日 

・  ・ ・  ・ ・  ・ ・  ・ 

認 定 を 受 け よ う 
と す る 年 月 日 

・  ・ ・  ・ ・  ・ ・  ・ 

（設定期間の延長を必要とする理由） 

（その他参考となるべき事項） 

税 理 士 署 名                                          

※税務署 

処理欄 

部 

門 
 

決 算

期 
 

業 種 

番 号 
 

番 

号 
 

整 理

簿 
 

備 

考 
 

通信 

日付印 
年 月 日 

確 

認 
 

 
03.06改正 

（

規

格

Ａ

４

） 

第20条第２項 
第28条第３項  

適格分割等を行う場合の特定の資産の買換え 
の 場 合 に お け る 期 中 特 別 勘 定 の 設 定 期 間 
延 長 承 認 申 請 書 （ 震 災 特 例 法 2 0、 2 8） 

※整理番号  

※連結グループ整理番号  

 

 

 

 

 

令和  年  月  日 

 

 

 

 

 

 

       税務署長殿 

提出法人 

納 税 地 

〒 

 

     電話(   )    －     
□ 

連 

結 

親 

法 

人 

□ 

単 

体 

法 

人 

（フリガナ）  

法 人 名 等 
 

法 人 番 号 
 
             
             

（フリガナ）  

代 表 者 氏 名                      ○印 

代 表 者 住 所 
〒 
 

 

事 業 種 目                      業 

（
申
請
の
対
象
が
連
結
子
法
人
で
あ
る
場
合
に
限
り
記
載
） 

連

結

子

法

人 

（フリガナ）  
※ 

税 

務 

署 

処 

理 

欄 

整理番号  

法 人 名 等  

部 門  

本店又は主たる 

事務所の所在地 

〒             （   局   署） 

 

     電話（   ）    －     
決 算 期  

（フリガナ）  
業種番号  

代 表 者 氏 名  

整 理 簿  代 表 者 住 所 〒 

事 業 種 目                       業 回 付 先 
□ 親署 ⇒ 子署 

□ 子署 ⇒ 調査課

   

  東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律（以下｢震災特例法｣といいます。） 

  

                         の規定による適格分割等を行う場合の特定の資産の買換えの場合における期中特別勘定の 

  

設定期間を下記により延長したいので申請します。 

                            記 

震災特例法第20条第２項・第28条第３項の規定により設けるこれらに規定する期中特別勘定の金額 
円 

当該適格分
割等に係る
分割承継法
人等におい
て取得しよ
うとする買
換資産の内
容 

種 類     

構 造     

規 模     

価 額          円          円          円          円 

所在地     

買 換 資 産 の 取 得 
予 定 年 月 日 

・  ・ ・  ・ ・  ・ ・  ・ 

認 定 を 受 け よ う 
と す る 年 月 日 

・  ・ ・  ・ ・  ・ ・  ・ 

（設定期間の延長を必要とする理由） 

（その他参考となるべき事項） 

税 理 士 署 名 押 印                                        ○印  

※税務署 

処理欄 

部 

門 
 

決 算

期 
 

業 種 

番 号 
 

番 

号 
 

整 理

簿 
 

備 

考 
 

通信 

日付印 
年 月 日 

確認

印 
 

 
01.06改正 

（

規

格

Ａ

４

） 

第20条第２項 
第28条第３項  



改 正 後 改 正 前 
(12 適格分割等を行う場合の特定の資産の買換えの場合における期中特別勘定の設定期間延長承認申請書) (12 適格分割等を行う場合の特定の資産の買換えの場合における期中特別勘定の設定期間延長承認申請書) 

 

適格分割等を行う場合の特定の資産の買換えの場合における期中特 

別勘定の設定期間延長承認申請書（震災特例法 20、28）の記載要領等  

 

 １ この申請書は、法人（連結法人を含みます。）が対象期間内に東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時

特例に関する法律（以下「震災特例法」といいます。）第 20 条第１項又は第 28 条第１項に規定する譲渡をし、かつ、

その譲渡の日を含む事業年度又は連結事業年度において適格分割又は適格現物出資（以下「適格分割等」といいます｡）

を行う場合において、同法第 20 条第２項又は第 28 条第３項の規定により特定の資産の買換えの場合における特別勘

定を設けた場合に、やむを得ない事情によって分割承継法人又は被現物出資法人（以下「分割承継法人等」といいま

す。）において当該適格分割等の日から当該譲渡の日を含む事業年度又は連結事業年度終了の日の翌日以後１年を経

過する日までの期間内に買換資産を取得することが困難なため、単体法人（連結法人を除く法人をいいます。）又は

連結親法人がその期間の延長を申請するときに使用してください。 

 ２ この申請書は、適格分割等の日以後２月以内に提出する必要があります。 

３ この申請書は、納税地を所轄する税務署長に、１通（調査課所管法人にあっては２通）提出してください。 

 ４ 申請書の各欄は、次により記載しますが、記載に当たって欄が不足する場合は、適宜別紙に記載して添付してくだ

さい。 

(1) ｢提出法人｣欄には、該当する□にレ印を付すとともに、当該提出法人の｢納税地｣、｢法人名等｣、「法人番号」、｢代

表者氏名｣、｢代表者住所｣及び｢事業種目｣を記載してください。 

(2) ｢連結子法人｣欄には、当該子法人の｢法人名等｣、｢本店又は主たる事務所の所在地｣、｢代表者氏名｣、｢代表者住

所｣及び｢事業種目｣を記載してください。 

(3) ｢震災特例法第 20 条第２項・第 28 条第３項の規定により設けるこれらに規定する期中特別勘定の金額」欄には、

震災特例法第 20 条第２項又は第 28 条第３項の規定により設けるこれらに規定する期中特別勘定の金額を記載し

てください。 

(4) ｢当該適格分割等に係る分割承継法人等において取得しようとする買換資産の内容」欄の各欄 

イ ｢種類」欄には、取得予定資産の種類（土地、建物、構築物、機械及び装置等）を記載してください。 

ロ ｢構造」欄には、建物、構築物等の構造を記載してください。 

ハ ｢規模」欄には、取得予定資産の面積、重量、能力等の大きさを記載してください。 

ニ ｢所在地」欄には、取得予定資産が土地の場合には、その所在地を記載し、取得予定資産が土地以外の資産の

場合には、将来その資産が所在することとなる予定地を記載してください。 

(5) ｢買換資産の取得予定年月日」欄には、当該適格分割等に係る分割承継法人等において取得しようとする買換資

産の取得予定年月日を記載してください。 

(6) ｢認定を受けようとする年月日」欄には、震災特例法第 20 条第２項又は第 28 条第３項に規定する認定を受けよ

うとする日を記載してください。 

(7) ｢設定期間の延長を必要とする理由」欄には、設定期間の延長を必要とする震災特例法第 20 条第２項又は第 28

条第３項に規定するやむを得ない事情を詳細に記載してください。 

(8) ｢税理士署名」欄は、この申請書を税理士又は税理士法人が作成した場合に、その税理士等が署名してください。 

 

(9) ｢※」欄は、記載しないでください。 

 （以下省略） 

 

適格分割等を行う場合の特定の資産の買換えの場合における期中特 

別勘定の設定期間延長承認申請書（震災特例法 20、28）の記載要領等  

 

 １ この申請書は、法人（連結法人を含みます。）が対象期間内に東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時

特例に関する法律（以下「震災特例法」といいます。）第 20 条第１項又は第 28条第１項に規定する譲渡をし、かつ、

その譲渡の日を含む事業年度又は連結事業年度において適格分割又は適格現物出資（以下「適格分割等」といいます｡）

を行う場合において、同法第 20 条第２項又は第 28条第３項の規定により特定の資産の買換えの場合における特別勘

定を設けた場合に、やむを得ない事情によって分割承継法人又は被現物出資法人（以下「分割承継法人等」といいま

す。）において当該適格分割等の日から当該譲渡の日を含む事業年度又は連結事業年度終了の日の翌日以後１年を経

過する日までの期間内に買換資産を取得することが困難なため、単体法人（連結法人を除く法人をいいます。）又は

連結親法人がその期間の延長を申請するときに使用してください。 

 ２ この申請書は、適格分割等の日以後２月以内に提出する必要があります。 

３ この申請書は、納税地を所轄する税務署長に、１通（調査課所管法人にあっては２通）提出してください。 

 ４ 申請書の各欄は、次により記載しますが、記載に当たって欄が不足する場合は、適宜別紙に記載して添付してくだ

さい。 

(1) ｢提出法人｣欄には、該当する□にレ印を付すとともに、当該提出法人の｢納税地｣、｢法人名等｣、「法人番号」、｢代

表者氏名｣、｢代表者住所｣及び｢事業種目｣を記載してください。 

(2) ｢連結子法人｣欄には、当該子法人の｢法人名等｣、｢本店又は主たる事務所の所在地｣、｢代表者氏名｣、｢代表者住

所｣及び｢事業種目｣を記載してください。 

(3) ｢震災特例法第 20 条第２項・第 28 条第３項の規定により設けるこれらに規定する期中特別勘定の金額」欄には、

震災特例法第 20 条第２項又は第 28 条第３項の規定により設けるこれらに規定する期中特別勘定の金額を記載し

てください。 

(4) ｢当該適格分割等に係る分割承継法人等において取得しようとする買換資産の内容」欄の各欄 

イ ｢種類」欄には、取得予定資産の種類（土地、建物、構築物、機械及び装置等）を記載してください。 

ロ ｢構造」欄には、建物、構築物等の構造を記載してください。 

ハ ｢規模」欄には、取得予定資産の面積、重量、能力等の大きさを記載してください。 

ニ ｢所在地」欄には、取得予定資産が土地の場合には、その所在地を記載し、取得予定資産が土地以外の資産の

場合には、将来その資産が所在することとなる予定地を記載してください。 

(5) ｢買換資産の取得予定年月日」欄には、当該適格分割等に係る分割承継法人等において取得しようとする買換資

産の取得予定年月日を記載してください。 

(6) ｢認定を受けようとする年月日」欄には、震災特例法第 20 条第２項又は第 28 条第３項に規定する認定を受けよ

うとする日を記載してください。 

(7) ｢設定期間の延長を必要とする理由」欄には、設定期間の延長を必要とする震災特例法第 20 条第２項又は第 28

条第３項に規定するやむを得ない事情を詳細に記載してください。 

(8) ｢税理士署名押印」欄は、この申請書を税理士及び税理士法人が作成した場合に、その税理士等が署名押印して

ください。 

(9) ｢※」欄は、記載しないでください。 

  （同 左） 

 



改 正 後 改 正 前 
(14 適格分割等による特定の資産の譲渡に係る特別勘定の金額の引継ぎに関する届出書) (14 適格分割等による特定の資産の譲渡に係る特別勘定の金額の引継ぎに関する届出書) 

  

 

 

適格分割等による特定の資産の譲渡 
に係る特別勘定の金額の引継ぎ 
に関する届出書（震災特例法20、28） 

※整理番号  

※連結グループ整理番号  

 

 

 

 

 

令和  年  月  日 

 

 

 

 

       税務署長殿 

提 出 法 人 

納 税 地 
〒 
 
     電話(   )    －     □ 

連 

結 

親 

法 

人 

□ 

単 

体 

法 

人 

（フリガナ）  

法 人 名 等 
 

法 人 番 号 
 
             
             

（フリガナ）  

代 表 者 氏 名                       

代 表 者 住 所 
〒 
 
 

事 業 種 目                      業 

（
届
出
の
対
象
が
連
結
子
法
人
で
あ
る
場
合
に
限
り
記
載
） 

連

結

子

法

人 

（フリガナ）  
※ 

税 

務 

署 

処 

理 

欄 

整理番号  

法 人 名 等  

部 門  

本店又は主たる 

事務所の所在地 

〒             （   局   署） 

 

     電話（   ）    －     
決 算 期  

（フリガナ）  
業種番号  

代 表 者 氏 名  

整 理 簿  代 表 者 住 所 〒 

事 業 種 目                       業 回 付 先 
□ 親署 ⇒ 子署 

□ 子署 ⇒ 調査課 
 

   適格分割等による特定の資産の譲渡に係る特別勘定の金額の引継ぎについて、 
                                  

  東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律              の規定 
                            
  により下記のとおり届け出ます。    
                           記    

適格分割等に係る 

 

分 割 承 継 法 人 等 

適 格 分 割 等 適 格 分 割 ・ 適 格 現 物 出 資 

法 人 名 等  

納 税 地  

代 表 者 氏 名  

適 格 分 割 等 の 年 月 日 年     月     日      

分割承継法人等に引き継ぐ特別勘定の金額                               円  

分割承継法人等に引き継ぐ期中特別勘定の金額                                円  

特別勘定の金額又は

期中特別勘定の金額 

に 係 る 譲 渡 資 産 

種 類  

所 在 地  

規模(土地の場合は面積)  

譲 渡 年 月 日               年     月     日      

取 得 す る 見 込 み 

で あ る 資 産 

種 類 及 び 構 造  

所 在 地  

規模(土地の場合は面積)  

取 得 予 定 日               年     月     日      

適用を受けることとしている表の各号の区分                               号  

（その他参考となるべき事項） 
 

税 理 士 署 名                                          
 
※税務署 

処理欄 

部 

門 
 

決 算

期 
 

業 種 

番 号 
 

番 

号 
 

整 理

簿 
 

備 

考 
 

通信 

日付印 
年 月 日 

確 

認 
 

 

03.06改正 

（

規

格

Ａ

４

） 

第20条第５項 

第28条第６項 

 

適格分割等による特定の資産の譲渡 
に係る特別勘定の金額の引継ぎ 
に関する届出書（震災特例法20、28） 

※整理番号  

※連結グループ整理番号  

 

 

 

 

 

令和  年  月  日 

 

 

 

 

       税務署長殿 

提 出 法 人 

納 税 地 
〒 
 
     電話(   )    －     □ 

連 

結 

親 

法 

人 

□ 

単 

体 

法 

人 

（フリガナ）  

法 人 名 等 
 

法 人 番 号 
 
             
             

（フリガナ）  

代 表 者 氏 名                      ○印 

代 表 者 住 所 
〒 
 
 

事 業 種 目                      業 

（
届
出
の
対
象
が
連
結
子
法
人
で
あ
る
場
合
に
限
り
記
載
） 

連

結

子

法

人 

（フリガナ）  
※ 

税 

務 

署 

処 

理 

欄 

整理番号  

法 人 名 等  

部 門  

本店又は主たる 

事務所の所在地 

〒             （   局   署） 

 

     電話（   ）    －     
決 算 期  

（フリガナ）  
業種番号  

代 表 者 氏 名  

整 理 簿  代 表 者 住 所 〒 

事 業 種 目                       業 回 付 先 
□ 親署 ⇒ 子署 

□ 子署 ⇒ 調査課 
 

   適格分割等による特定の資産の譲渡に係る特別勘定の金額の引継ぎについて、 
                                  

  東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律              の規定 
                            
  により下記のとおり届け出ます。    
                           記    

適格分割等に係る 

 

分 割 承 継 法 人 等 

適 格 分 割 等 適 格 分 割 ・ 適 格 現 物 出 資 

法 人 名 等  

納 税 地  

代 表 者 氏 名  

適 格 分 割 等 の 年 月 日 年     月     日      

分割承継法人等に引き継ぐ特別勘定の金額                               円  

分割承継法人等に引き継ぐ期中特別勘定の金額                                円  

特別勘定の金額又は

期中特別勘定の金額 

に 係 る 譲 渡 資 産 

種 類  

所 在 地  

規模(土地の場合は面積)  

譲 渡 年 月 日               年     月     日      

取 得 す る 見 込 み 

で あ る 資 産 

種 類 及 び 構 造  

所 在 地  

規模(土地の場合は面積)  

取 得 予 定 日               年     月     日      

適用を受けることとしている表の各号の区分                               号  

（その他参考となるべき事項） 
 

税 理 士 署 名 押 印                                        ○印  
 
※税務署 

処理欄 

部 

門 
 

決 算

期 
 

業 種 

番 号 
 

番 

号 
 

整 理

簿 
 

備 

考 
 

通信 

日付印 
年 月 日 

確認

印 
 

 
01.06改正 

（

規

格

Ａ

４

） 

第20条第５項 
第28条第６項 



改 正 後 改 正 前 
(14 適格分割等による特定の資産の譲渡に係る特別勘定の金額の引継ぎに関する届出書) (14 適格分割等による特定の資産の譲渡に係る特別勘定の金額の引継ぎに関する届出書) 

 

適格分割等による特定の資産の譲渡に係る特別勘定の金額 

の引継ぎに関する届出書（震災特例法 20、28）の記載要領等  
 

 １ この届出書は、法人（連結法人を含みます。）が適格分割又は適格現物出資（以下「適格分割等」といいます。）を

行った場合において、分割承継法人又は被現物出資法人（以下「分割承継法人等」といいます。）に特定の資産の譲

渡等に係る特別勘定の金額を引き継ぐことについて、単体法人（連結法人を除く法人をいいます。）又は連結親法人

が東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律（以下「震災特例法」といいます。）第 20

条第５項又は第 28 条第６項の規定により届け出るときに使用してください。 

 ２ この届出書は、適格分割等の日以後２月以内に納税地の所轄税務署長に１通（調査課所管法人にあっては２通）提

出してください。 

 ３ 届出書の各欄は、次により記載してください。 

  (1) ｢提出法人」欄には、該当する□にレ印を付すとともに、当該提出法人の「納税地」、｢法人名等｣、「法人番号」、

「代表者氏名」、｢代表者住所｣及び｢事業種目｣を記載してください。 

(2) ｢連結子法人｣欄には、当該子法人の｢法人名等｣、｢本店又は主たる事務所の所在地｣、｢代表者氏名｣、｢代表者住

所｣及び｢事業種目｣を記載してください。      

(3) ｢適格分割等に係る分割承継法人等」の各欄は震災特例法第 20 条第４項第２号又は第 28 条第５項第２号に規定

する分割承継法人等の名称及び納税地並びに代表者の氏名を記載してください。「適格分割等」の欄は該当する適

格分割等の形態を○で囲んでください。   

(4) ｢適格分割等の年月日」欄は震災特例法第 20 条第４項第２号又は第 28 条第５項第２号に規定する適格分割等の

日を記載してください。 

(5) ｢分割承継法人等に引き継ぐ特別勘定の金額」欄は震災特例法第 20 条第４項又は第 28 条第５項の規定により分

割承継法人等に引き継ぐ同法第 20 条第４項第２号又は第 28 条第５項第２号に規定する特別勘定の金額を記載し

てください。 

(6) ｢分割承継法人等に引き継ぐ期中特別勘定の金額」欄は震災特例法第 20 条第４項又は第 28 条第５項の規定によ

り分割承継法人等に引き継ぐ同法第 20 条第４項第２号又は第 28 条第５項第２号に規定する期中特別勘定の金額

を記載してください。 

(7) ｢特別勘定の金額又は期中特別勘定の金額に係る譲渡資産」の各欄は分割承継法人等に引き継ぐ特別勘定の金額

又は期中特別勘定の金額に係る譲渡資産の種類、所在地、及び規模（土地等にあってはその面積）並びにその譲

渡年月日を記載してください。 

(8) ｢取得する見込みである資産」の各欄は分割承継法人等において取得する見込みである資産の種類、構造、所在

地、及び規模（土地等にあっては、その面積）並びにその取得予定年月日を記載してください。 

(9) ｢適用を受けることとしている表の各号の区分」欄は取得をする見込みである資産について適用を受けることと

している震災特例法第 19 条第１項の表又は第 27条第１項の表の各号の区分を記載してください。 

(10)「税理士署名」欄は、この届出書を税理士又は税理士法人が作成した場合に、その税理士等が署名してください。 

 

(11)「※」欄は、記載しないでください。 

４ 留意事項 

○ 法人課税信託の名称の併記 

法人税法第２条第 29 号の２に規定する法人課税信託の受託者がその法人課税信託について、国税に関する法律

に基づき税務署長等に申請書等を提出する場合には、申請書等の「法人名等」の欄には、受託者の法人名又は氏名

のほか、その法人課税信託の名称を併せて記載してください。 

 

 

適格分割等による特定の資産の譲渡に係る特別勘定の金額 

の引継ぎに関する届出書（震災特例法 20、28）の記載要領等  
 

 １ この届出書は、法人（連結法人を含みます。）が適格分割又は適格現物出資（以下「適格分割等」といいます。）を

行った場合において、分割承継法人又は被現物出資法人（以下「分割承継法人等」といいます。）に特定の資産の譲

渡等に係る特別勘定の金額を引き継ぐことについて、単体法人（連結法人を除く法人をいいます。）又は連結親法人

が東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律（以下「震災特例法」といいます。）第 20

条第５項又は第 28 条第６項の規定により届け出るときに使用してください。 

 ２ この届出書は、適格分割等の日以後２月以内に納税地の所轄税務署長に１通（調査課所管法人にあっては２通）提

出してください。 

 ３ 届出書の各欄は、次により記載してください。 

  (1) ｢提出法人」欄には、該当する□にレ印を付すとともに、当該提出法人の「納税地」、｢法人名等｣、「法人番号」、

「代表者氏名」、｢代表者住所｣及び｢事業種目｣を記載してください。 

(2) ｢連結子法人｣欄には、当該子法人の｢法人名等｣、｢本店又は主たる事務所の所在地｣、｢代表者氏名｣、｢代表者住

所｣及び｢事業種目｣を記載してください。      

(3) ｢適格分割等に係る分割承継法人等」の各欄は震災特例法第 20 条第４項第２号又は第 28 条第５項第２号に規定

する分割承継法人等の名称及び納税地並びに代表者の氏名を記載してください。「適格分割等」の欄は該当する適

格分割等の形態を○で囲んでください。   

(4) ｢適格分割等の年月日」欄は震災特例法第 20 条第４項第２号又は第 28 条第５項第２号に規定する適格分割等の

日を記載してください。 

(5) ｢分割承継法人等に引き継ぐ特別勘定の金額」欄は震災特例法第 20 条第４項又は第 28 条第５項の規定により分

割承継法人等に引き継ぐ同法第 20 条第４項第２号又は第 28 条第５項第２号に規定する特別勘定の金額を記載し

てください。 

(6) ｢分割承継法人等に引き継ぐ期中特別勘定の金額」欄は震災特例法第 20 条第４項又は第 28 条第５項の規定によ

り分割承継法人等に引き継ぐ同法第 20 条第４項第２号又は第 28 条第５項第２号に規定する期中特別勘定の金額

を記載してください。 

(7) ｢特別勘定の金額又は期中特別勘定の金額に係る譲渡資産」の各欄は分割承継法人等に引き継ぐ特別勘定の金額

又は期中特別勘定の金額に係る譲渡資産の種類、所在地、及び規模（土地等にあってはその面積）並びにその譲

渡年月日を記載してください。 

(8) ｢取得する見込みである資産」の各欄は分割承継法人等において取得する見込みである資産の種類、構造、所在

地、及び規模（土地等にあっては、その面積）並びにその取得予定年月日を記載してください。 

(9) ｢適用を受けることとしている表の各号の区分」欄は取得をする見込みである資産について適用を受けることと

している震災特例法第 19 条第１項の表又は第 27 条第１項の表の各号の区分を記載してください。 

(10)「税理士署名押印」欄は、この届出書を税理士及び税理士法人が作成した場合に、その税理士等が署名押印して

ください。 

(11)「※」欄は、記載しないでください。 

４ 留意事項 

○ 法人課税信託の名称の併記 

法人税法第２条第 29 号の２に規定する法人課税信託の受託者がその法人課税信託について、国税に関する法律

に基づき税務署長等に申請書等を提出する場合には、申請書等の「法人名等」の欄には、受託者の法人名又は氏名

のほか、その法人課税信託の名称を併せて記載してください。 

 

 



 改 正 後 改 正 前 
(15 適格合併等による特定の資産の譲渡に伴い特別勘定を設けた場合において指定期間内に資産の取得が困難な場合

の設定期間延長承認申請書) 

(15 適格合併等による特定の資産の譲渡に伴い特別勘定を設けた場合において指定期間内に資産の取得が困難な場合の

設定期間延長承認申請書) 

  

 

適格合併等による特定の資産の譲渡に伴い特別勘定を  

設けた場合において指定期間内に資産の取得が困難 

な場合の設定期間延長承認申請書（震災特例法令 19、24） 

※整理番号  

※連結グループ整理番号  

 

 

 

 

令和  年  月  日 

 

 

 

 

 

 

 

       税務署長殿 

提出法人 
納 税 地 

〒 
 

     電話(   )    －     □ 

連 

結 

親 

法 

人 

□ 

単 

体 

法 

人 

（フリガナ）  

法 人 名 等 
 

法 人 番 号 
 
             
             

（フリガナ）  

代 表 者 氏 名                       

代 表 者 住 所 
〒 

事 業 種 目                      業 

（
申
請
の
対
象
が
連
結
子
法
人
で
あ
る
場
合
に
限
り
記
載
） 

連

結

子

法

人 

（フリガナ）  
※ 

税 

務 

署 

処 

理 

欄 

整理番号  

法 人 名 等  

部 門  

本店又は主たる 

事務所の所在地 

〒             （   局   署） 

 

     電話（   ）    －     
決 算 期  

（フリガナ）  
業種番号  

代 表 者 氏 名  

整 理 簿  
代 表 者 住 所 

〒 

事 業 種 目                       業 回 付 先 
□ 親署 ⇒ 子署 

□ 子署 ⇒ 調査課 
      
  東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令 

  

                     の規定により適格合併等による特定の資産の譲渡に伴い特別勘定を設けた場合の設定期間 

 

   を下記により延長したいので申請します。 

                          記 

 申請の日における引継ぎを受けた特別勘定の金額                               円 

取
得
す
る
予
定
の
買
換
資
産
の
内
容 

種 類     

構 造     

規 模 

（土地等にあってはその面積） 
    

取 得 価 額 
円 円 円 円 

取得予定年月日 ・  ・ ・  ・ ・  ・ ・  ・ 

（やむを得ない事情の詳細） 

 認 定 を 受 け よ う と す る 日              年     月     日                      

（その他参考となるべき事項） 

税 理 士 署 名                                          
 
※税務署 

処理欄 

部 

門 
 

決算 

期 
 

業 種 

番 号 
 

番 

号 
 

整理 

簿 
 

備 

考 
 

通信 

日付印 
年 月 日 

確 

認 
 

 
03.06改正 

（

規

格

Ａ

４

） 

第19条第27項 
第24条第27項 

適格合併等による特定の資産の譲渡に伴い特別勘定を  

設けた場合において指定期間内に資産の取得が困難 

な場合の設定期間延長承認申請書（震災特例法令 19、24） 

※整理番号  

※連結グループ整理番号  

 

 

 

 

令和  年  月  日 

 

 

 

 

 

 

 

       税務署長殿 

提出法人 
納 税 地 

〒 
 

     電話(   )    －     □ 

連 

結 

親 

法 

人 

□ 

単 

体 

法 

人 

（フリガナ）  

法 人 名 等 
 

法 人 番 号 
 
             
             

（フリガナ）  

代 表 者 氏 名                      ○印 

代 表 者 住 所 
〒 

事 業 種 目                      業 

（
申
請
の
対
象
が
連
結
子
法
人
で
あ
る
場
合
に
限
り
記
載
） 

連

結

子

法

人 

（フリガナ）  
※ 

税 

務 

署 

処 

理 

欄 

整理番号  

法 人 名 等  

部 門  

本店又は主たる 

事務所の所在地 

〒             （   局   署） 

 

     電話（   ）    －     
決 算 期  

（フリガナ）  
業種番号  

代 表 者 氏 名  

整 理 簿  
代 表 者 住 所 

〒 

事 業 種 目                       業 回 付 先 
□ 親署 ⇒ 子署 

□ 子署 ⇒ 調査課 
      
  東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令 

  

                     の規定により適格合併等による特定の資産の譲渡に伴い特別勘定を設けた場合の設定期間 

 

   を下記により延長したいので申請します。 

                          記 

 申請の日における引継ぎを受けた特別勘定の金額                               円 

取
得
す
る
予
定
の
買
換
資
産
の
内
容 

種 類     

構 造     

規 模 

（土地等にあってはその面積） 
    

取 得 価 額 
円 円 円 円 

取得予定年月日 ・  ・ ・  ・ ・  ・ ・  ・ 

（やむを得ない事情の詳細） 

 認 定 を 受 け よ う と す る 日              年     月     日                    

（その他参考となるべき事項） 

税 理 士 署 名 押 印                                        ○印  
 
※税務署 

処理欄 

部 

門 
 

決算 

期 
 

業 種 

番 号 
 

番 

号 
 

整理 

簿 
 

備 

考 
 

通信 

日付印 
年 月 日 

確認

印 
 

 
01.06改正 

（

規

格

Ａ

４

） 

第19条第27項 
第24条第27項 



改 正 後 改 正 前 
(15 適格合併等による特定の資産の譲渡に伴い特別勘定を設けた場合において指定期間内に資産の取得が困難な場合

の設定期間延長承認申請書) 

(15 適格合併等による特定の資産の譲渡に伴い特別勘定を設けた場合において指定期間内に資産の取得が困難な場合の

設定期間延長承認申請書) 

 

適格合併等による特定の資産の譲渡に伴い特別勘定を設けた場合において指定期間内に  

資産の取得が困難な場合の設定期間延長承認申請書（震災特例法令 19、24）の記載要領等  

 

 １ この申請書は、法人（連結法人を含みます。）が東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する

法律施行令（以下「震災特例法令」といいます｡）第 19 条第 27 項又は第 24 条第 27 項の規定により第 19 条第 26 項

各号又は第24条第26項各号に規定する引継ぎを受けた日以後に東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時

特例に関する法律（以下「震災特例法」といいます。）第 19 条第３項又は第 27 条第３項に規定するやむを得ない事

情が生じたため、同法第 20 条第７項又は第 28 条第８項の法人が震災特例法令第 19 条第 26 項各号又は第 24 条第 26

項各号に定める期間内に同法第19条第１項又は第27条第１項の表の各号の下欄に掲げる資産の取得をすることが困

難である場合において、単体法人（連結法人を除く法人をいいます。）又は連結親法人がその期間の延長を申請する

ときに使用してください。 

 ２ この申請書は、やむを得ない事情が生じた日以後２月以内に提出してください。 

 ３ この申請書は、納税地を所轄する税務署長に１通（調査課所管法人にあっては２通）提出してください。 

 ４ 申請書の各欄は、次により記載しますが、記載に当たって欄が不足する場合は、適宜別紙に記載して添付してくだ

さい。 

(1) ｢提出法人｣欄には、該当する□にレ印を付すとともに、当該提出法人の｢納税地｣、｢法人名等｣、「法人番号」、｢代

表者氏名｣、｢代表者住所｣及び｢事業種目｣を記載してください。 

(2) ｢連結子法人｣欄には、当該子法人の｢法人名等｣、｢本店又は主たる事務所の所在地｣、｢代表者氏名｣、｢代表者住

所｣及び｢事業種目｣を記載してください。 

(3) ｢申請の日における引継ぎを受けた特別勘定の金額」欄には、申請の日における震災特例法第 20 条第４項又は

第 28 条第５項の規定により引継ぎを受けた特別勘定の金額を記載してください。 

(4) ｢取得する予定の買換資産の内容」の各欄 

イ ｢種類」欄には、取得予定資産の種類（土地、建物、構築物、機械及び装置等）を記載してください。 

ロ ｢構造」欄には、建物、構築物等の構造を記載してください。 

ハ ｢規模」欄には、取得予定資産の面積、重量、能力等の大きさを記載してください。 

ニ ｢取得価額」欄には、取得する予定の買換資産の取得価額を記載してください。 

 ホ ｢取得予定年月日」欄には、取得する予定の買換資産の取得予定年月日を記載してください。 

(5) ｢やむを得ない事情の詳細」欄には、指定期間内に震災特例法第 19 条第１項の表の各号又は第 27 条第１項の表

の各号の下欄に掲げる資産の取得をすることが困難である理由を詳細に記載してください。 

(6) ｢認定を受けようとする日」欄には、震災特例法令第 19 条第 26 項又は第 24 条第 26 項に規定する認定を受けよ

うとする日を記載してください。 

(7) ｢税理士署名」欄は、この申請書を税理士又は税理士法人が作成した場合に、その税理士等が署名してください。 

(8) ｢※」欄は、記載しないでください。 

５ 留意事項 

○ 法人課税信託の名称の併記 

法人税法第２条第 29 号の２に規定する法人課税信託の受託者がその法人課税信託について、国税に関する法律

に基づき税務署長等に申請書等を提出する場合には、申請書等の「法人名等」の欄には、受託者の法人名又は氏名

のほか、その法人課税信託の名称を併せて記載してください。 

 

 

適格合併等による特定の資産の譲渡に伴い特別勘定を設けた場合において指定期間内に  

資産の取得が困難な場合の設定期間延長承認申請書（震災特例法令 19、24）の記載要領等  

 

 １ この申請書は、法人（連結法人を含みます。）が東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する

法律施行令（以下「震災特例法令」といいます｡）第 19 条第 27 項又は第 24 条第 27 項の規定により第 19 条第 26 項

各号又は第24条第26項各号に規定する引継ぎを受けた日以後に東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時

特例に関する法律（以下「震災特例法」といいます。）第 19 条第３項又は第 27 条第３項に規定するやむを得ない事

情が生じたため、同法第 20 条第７項又は第 28 条第８項の法人が震災特例法令第 19 条第 26 項各号又は第 24 条第 26

項各号に定める期間内に同法第19条第１項又は第27条第１項の表の各号の下欄に掲げる資産の取得をすることが困

難である場合において、単体法人（連結法人を除く法人をいいます。）又は連結親法人がその期間の延長を申請する

ときに使用してください。 

 ２ この申請書は、やむを得ない事情が生じた日以後２月以内に提出してください。 

 ３ この申請書は、納税地を所轄する税務署長に１通（調査課所管法人にあっては２通）提出してください。 

 ４ 申請書の各欄は、次により記載しますが、記載に当たって欄が不足する場合は、適宜別紙に記載して添付してくだ

さい。 

(1) ｢提出法人｣欄には、該当する□にレ印を付すとともに、当該提出法人の｢納税地｣、｢法人名等｣、「法人番号」、｢代

表者氏名｣、｢代表者住所｣及び｢事業種目｣を記載してください。 

(2) ｢連結子法人｣欄には、当該子法人の｢法人名等｣、｢本店又は主たる事務所の所在地｣、｢代表者氏名｣、｢代表者住

所｣及び｢事業種目｣を記載してください。 

(3) ｢申請の日における引継ぎを受けた特別勘定の金額」欄には、申請の日における震災特例法第 20 条第４項又は

第 28 条第５項の規定により引継ぎを受けた特別勘定の金額を記載してください。 

(4) ｢取得する予定の買換資産の内容」の各欄 

イ ｢種類」欄には、取得予定資産の種類（土地、建物、構築物、機械及び装置等）を記載してください。 

ロ ｢構造」欄には、建物、構築物等の構造を記載してください。 

ハ ｢規模」欄には、取得予定資産の面積、重量、能力等の大きさを記載してください。 

ニ ｢取得価額」欄には、取得する予定の買換資産の取得価額を記載してください。 

 ホ ｢取得予定年月日」欄には、取得する予定の買換資産の取得予定年月日を記載してください。 

(5) ｢やむを得ない事情の詳細」欄には、指定期間内に震災特例法第 19 条第１項の表の各号又は第 27 条第１項の表

の各号の下欄に掲げる資産の取得をすることが困難である理由を詳細に記載してください。 

(6) ｢認定を受けようとする日」欄には、震災特例法令第 19 条第 26 項又は第 24 条第 26 項に規定する認定を受けよ

うとする日を記載してください。 

(7) ｢税理士署名」欄は、この申請書を税理士及び税理士法人が作成した場合に、その税理士等が署名してください。 

(8) ｢※」欄は、記載しないでください。 

５ 留意事項 

○ 法人課税信託の名称の併記 

法人税法第２条第 29 号の２に規定する法人課税信託の受託者がその法人課税信託について、国税に関する法律

に基づき税務署長等に申請書等を提出する場合には、申請書等の「法人名等」の欄には、受託者の法人名又は氏名

のほか、その法人課税信託の名称を併せて記載してください。 

 

 



改 正 後 改 正 前 
(18 特定復興産業集積区域又は復興産業集積区域における機械等の特別償却の償却限度額の計算に関する付表) (18 復興産業集積区域における機械等の特別償却の償却限度額の計算に関する付表) 

  

 



改 正 後 改 正 前 
(18 特定復興産業集積区域又は復興産業集積区域における機械等の特別償却の償却限度額の計算に関する付表) (18 復興産業集積区域における機械等の特別償却の償却限度額の計算に関する付表) 

  

 

 



改 正 後 改 正 前 
(18 特定復興産業集積区域又は復興産業集積区域における機械等の特別償却の償却限度額の計算に関する付表) (18 復興産業集積区域における機械等の特別償却の償却限度額の計算に関する付表) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



改 正 後 改 正 前 
(18 特定復興産業集積区域又は復興産業集積区域における機械等の特別償却の償却限度額の計算に関する付表) (18 復興産業集積区域における機械等の特別償却の償却限度額の計算に関する付表) 

 

 

 

 

 

 

 



改 正 後 改 正 前 
(19 企業立地促進区域等における機械等の特別償却の償却限度額の計算に関する付表) (19 企業立地促進区域における機械等の特別償却の償却限度額の計算に関する付表) 

  

 



改 正 後 改 正 前 
(19 企業立地促進区域等における機械等の特別償却の償却限度額の計算に関する付表) (19 企業立地促進区域における機械等の特別償却の償却限度額の計算に関する付表) 

  

 

 



改 正 後 改 正 前 
(19 企業立地促進区域等における機械等の特別償却の償却限度額の計算に関する付表) (19 企業立地促進区域における機械等の特別償却の償却限度額の計算に関する付表) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



改 正 後 改 正 前 
(20 避難解除区域等における機械等の特別償却の償却限度額の計算に関する付表) (20 避難解除区域等における機械等の特別償却の償却限度額の計算に関する付表) 

  

 



改 正 後 改 正 前 
(20 避難解除区域等における機械等の特別償却の償却限度額の計算に関する付表) (20 避難解除区域等における機械等の特別償却の償却限度額の計算に関する付表) 

  

 

 



改 正 後 改 正 前 
(20 避難解除区域等における機械等の特別償却の償却限度額の計算に関する付表) (20 避難解除区域等における機械等の特別償却の償却限度額の計算に関する付表) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



改 正 後 改 正 前 
(21 復興居住区域における被災者向け優良賃貸住宅の特別償却の償却限度額の計算に関する付表) (21 復興居住区域における被災者向け優良賃貸住宅の特別償却の償却限度額の計算に関する付表) 

  

 



改 正 後 改 正 前 
(21 復興居住区域における被災者向け優良賃貸住宅の特別償却の償却限度額の計算に関する付表) (21 復興居住区域における被災者向け優良賃貸住宅の特別償却の償却限度額の計算に関する付表) 

  

 

 



改 正 後 改 正 前 
(21 復興居住区域における被災者向け優良賃貸住宅の特別償却の償却限度額の計算に関する付表) (21 復興居住区域における被災者向け優良賃貸住宅の特別償却の償却限度額の計算に関する付表) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



改 正 後 改 正 前 
(22 特定復興産業集積区域等又は復興産業集積区域における開発研究用資産の特別償却の償却限度額の計算に関する付表) (22 復興産業集積区域における開発研究用資産の特別償却の償却限度額の計算に関する付表) 

  

 



改 正 後 改 正 前 
(22 特定復興産業集積区域等又は復興産業集積区域における開発研究用資産の特別償却の償却限度額の計算に関する付表) (22 復興産業集積区域における開発研究用資産の特別償却の償却限度額の計算に関する付表) 

  

 

 



改 正 後 改 正 前 
(22 特定復興産業集積区域等又は復興産業集積区域における開発研究用資産の特別償却の償却限度額の計算に関する付表) (22 復興産業集積区域における開発研究用資産の特別償却の償却限度額の計算に関する付表) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



改 正 後 改 正 前 
(22 特定復興産業集積区域等又は復興産業集積区域における開発研究用資産の特別償却の償却限度額の計算に関する付表) (22 復興産業集積区域における開発研究用資産の特別償却の償却限度額の計算に関する付表) 

 

 

 



改 正 後 改 正 前 
(23 新産業創出等推進事業促進区域における開発研究用資産の特別償却の償却限度額の計算に関する付表) (23 新産業創出等推進事業促進区域における開発研究用資産の特別償却の償却限度額の計算に関する付表) 

  

（新 設） 



改 正 後 改 正 前 
(23 新産業創出等推進事業促進区域における開発研究用資産の特別償却の償却限度額の計算に関する付表) (23 新産業創出等推進事業促進区域における開発研究用資産の特別償却の償却限度額の計算に関する付表) 

  
（新 設） 



改 正 後 改 正 前 
(24 被災代替資産等の特別償却の償却限度額の計算に関する付表) (23 被災代替資産等の特別償却の償却限度額の計算に関する付表) 

  

 



改 正 後 改 正 前 
(24 被災代替資産等の特別償却の償却限度額の計算に関する付表) (23 被災代替資産等の特別償却の償却限度額の計算に関する付表) 

  

 

 



改 正 後 改 正 前 
(24 被災代替資産等の特別償却の償却限度額の計算に関する付表) (23 被災代替資産等の特別償却の償却限度額の計算に関する付表) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



改 正 後 改 正 前 
(25 被災者向け優良賃貸住宅の割増償却の償却限度額の計算に関する付表) (24 被災者向け優良賃貸住宅の割増償却の償却限度額の計算に関する付表) 

  

 



改 正 後 改 正 前 
(25 被災者向け優良賃貸住宅の割増償却の償却限度額の計算に関する付表) (24 被災者向け優良賃貸住宅の割増償却の償却限度額の計算に関する付表) 
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改 正 後 改 正 前 
(25 被災者向け優良賃貸住宅の割増償却の償却限度額の計算に関する付表) (24 被災者向け優良賃貸住宅の割増償却の償却限度額の計算に関する付表) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



改 正 後 改 正 前 
(26 被災者向け優良賃貸住宅の賃貸が公募要件を満たすことを明らかにする明細書) (26 被災者向け優良賃貸住宅の賃貸が公募要件を満たすことを明らかにする明細書) 

  

（新 設） 



改 正 後 改 正 前 
(26 被災者向け優良賃貸住宅の賃貸が公募要件を満たすことを明らかにする明細書) (26 被災者向け優良賃貸住宅の賃貸が公募要件を満たすことを明らかにする明細書) 
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